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第１回東京都社会福祉審議会検討分科会会議録 

 

Ⅰ 会議概要 

 １ 開催日時  令和４年７月４日（月）午後１時３０分から 

 ２ 開催場所  オンライン開催 

 ３ 出 席 者  【委員】 

         山田分科会長、駒村副分科会長、秋山委員、奥田委員、杉山委員、

筒井委員、室田委員、吉野委員、和気委員、小澤臨時委員、小林

臨時委員、髙橋臨時委員、田中臨時委員、 

         【オブザーバー】 

         平岡委員長、栃本副委員長 

（以上 15 名） 

【都側出席者】 

福祉保健局幹事・書記 

４ 会議次第 

  １ 開会 

  ２ 検討分科会委員紹介 

  ３ 分科会長の選任 

  ４ 発表 

   2040 年代を展望した今後の福祉施策の展開について 

   （委員） 

   （１）室田信一委員「地域共生社会」の行く末 

   （２）小澤温委員 障害福祉分野の現在から近未来の課題 

  ５ 閉会 

 

○中村福祉政策推進担当課長 お待たせしました。事務局の中村でございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから東京都社会福祉審議会の第１回の検討分科会

を開催させていただきます。 
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よろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。本審議会の事務

局を務めます、福祉保健局企画部福祉政策推進担当課長の中村と申します。よろしく

お願いいたします。 

 分科会長選任までの間、会議の進行をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 議事に入る前に何点かご連絡をさせていただきます。 

 まず、委員の皆さんの出席につきましてご報告いたします。 

 本日、欠席のご連絡をいただいております委員の方々は、井上委員、白波瀬委員、

岡部委員、森川委員、山本委員でございます。また、筒井委員とオブザーバーでご参

加いただいております審議会の栃本副委員長につきましては、途中でご退出されると

お伺いしております。 

 また本日、出席の予定なんですけれども、杉山委員と奥田委員のほうが、まだご参

加されておりませんので、後ほどご参加いただきましたらご紹介させていただきたい

と思います。 

 本日、ご出席の委員は、現時点で 11 名でございまして、本会の委員総数は 18 名

ですので、現時点でも委員総数の半数以上という定足数は達している状況にございま

す。ご報告させていただきます。 

 続きまして、会議資料の確認をさせていただきます。 

 会議資料及び参考資料は、メールでご案内しましたとおり、東京都福祉保健局の

ホームページのほうに掲載しておりますので、そちらをご確認ください。 

 資料１、検討分科会委員名簿と検討分科会幹事・書記名簿。 

 資料２としまして、会議の公開の基準について。 

 資料３、意見具申までのスケジュール案でございます。 

 また本日、ご発表いただく委員の資料は、資料４、室田信一委員の資料と、資料５、

小澤温委員の資料となってございます。 

 また、参考資料１としまして、第 22 期東京都社会福祉審議会審議提案テーマメモ。 

 参考資料２としまして、栃本副委員長ご提供の資料、こちらは本日時点では、分科

会内の画面の共有とさせていただければと思います。 

 続きまして、参考資料３として、山田昌弘委員のご提供資料、「2040 年代を展望
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した今後の福祉施策に関するメモ－家族社会学の観点から－」。 

 参考資料４としまして、「2025 年以降の将来を見据えた東京の福祉施策のあり

方」。 

 参考資料５、2022 年 東京の福祉保健。 

 参考資料６、東京の福祉保健 2021 分野別取組と、事前に郵送で送付させていた

だきました参考資料７として、基礎資料集となります。 

 資料の確認は以上となります。 

 次に、会議の公開についてご説明させていただきます。 

 当分科会は、審議会に準じて公開となっております。本日は事前にご連絡をいただ

いた傍聴の方もいらっしゃいますので、お知らせいたします。 

 また、当分科会の議事録は、後日、都福祉保健局のホームページで公開させていた

だきます。 

 なお、当分科会ですが、事務局の記録作業用のために録画させていただいておりま

すので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。なお、録画映像につきまし

ては、公開はいたしませんので、よろしくお願いいたします。 

 次に、オンライン会議システムについてご説明いたします。 

 本日の会議は、MicrosoftTeams を利用したオンライン形式で開催しております。

委員の皆様におかれましては、カメラは基本的にオンにしていただいて、お顔が表示

される状態としていただき、ご発言の際は、マイクもオンにしていただくようお願い

いたします。 

 傍聴の皆様及び都職員は、カメラ、マイクともにオフとしていただくよう、お願い

いたします。 

 次に、本日は新たな分科会の発足でございますので、資料１、検討分科会委員名簿

に沿ってご出席の委員の皆様を順にご紹介いたします。 

 秋山正子委員でございます。 

○秋山委員 もともとは訪問看護を長らくやって、今は暮らしの保健室というところ

で相談業務、またマギーズ東京というところでがん相談をしております。看護師の秋

山と申します。よろしくお願いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、駒村康平委員でございます。 

○駒村委員 慶応義塾大学の駒村でございます。よろしくお願いいたします。 
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 社会政策を専門にしております。経済が専門ということで、福祉、介護のみならず、

様々な角度から都民の今後の福祉についてご議論できればと思います。よろしくお願

いいたします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、筒井孝子委員でございます。 

○筒井委員 筒井です。 

 保健福祉サービスの評価というのを専門にしております。今回、また、こちらの審

議会でいろいろ勉強させていただこうと思っています。よろしくお願いいたします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、室田信一委員でございます。 

○室田委員 東京都立大学の室田信一と申します。 

 本日は、報告させていただきます。専門は、地域福祉の実践を専門としています。

よろしくお願いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、山田昌弘委員でございます。 

○山田委員 中央大学の山田昌弘でございます。 

 家族社会学を専門としています。よろしくお願いいたします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、吉野茂委員でございます。 

○吉野委員 お世話になります。公募都民委員として参加をしております。吉野茂と

申します。 

 私、東京都港区の地域包括ケアを推進する医療法人で業務をしながら、地域課題に

ついてという取組もやっている者です。よろしくお願いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、和気純子委員でございます。 

○和気委員 東京都立大学の和気と申します。 

 専門は、高齢者福祉とソーシャルワークです。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中村福祉政策推進担当課長 本日、欠席でございますが、井上由起子委員と白波瀬

佐和子委員でございます。まだお見えなっていませんけれども、奥田委員と杉山委員

もまた後ほどいらっしゃったらご紹介させていただきます。 

 続きまして、臨時委員の皆様をご紹介いたします。 

 小澤温委員でございます。 

○小澤委員 筑波大学の小澤温と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、ちょっと発表を与えられておりますので、そのときにまた説明したいと思

うんですが、専門は障害福祉学を専門にやっていますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、小林良二委員でございます。 

○小林委員 小林でございます。 

 地域福祉を研究分野としております。よろしくお願いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、髙橋紘士委員でございます。 

○髙橋委員 髙橋紘士でございます。 

 何と私は美濃部知事の時代を東京都の様々な委員会に関係してきたという、もう

ロートルでございますが、最近は住まいと社会保障の問題をもう一回考え直そうと

思って、歴史的ないきさつも含めて、見直す作業をしております。よろしくお願いい

たします。 

○中村福祉政策推進担当課長 続きまして、田中千恵委員でございます。 

○田中委員 東京都社会福祉協議会福祉部長の田中と申します。 

 所管は、福祉施設の協議会のところでございまして、今後の社会福祉法人の役割で

あるとか、特に地域広域活動というところで、今回お呼びがかかったのかなというふ

うに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中村福祉政策推進担当課長 本日、欠席でございますが、岡部卓委員、森川美絵委

員、山本真美委員でございます。 

 また、オブザーバーとして当分科会にご参加いただいております平岡公一委員長で

ございます。 

○平岡委員長 平岡です。 

 東京通信大学の平岡公一と申します。社会福祉の計画政策、社会福祉の国際比較な

どを専門にしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中村福祉政策推進担当課長 同じく、オブザーバーとしてご参加いただいておりま

す栃本一三郎副委員長でございます。 

○栃本副委員長 栃本です。よろしくお願いします。 

 私も後期高齢者には至ってないんですけど、間もなく後期高齢者に徐々に近づくと

いうことです。今は、楽しい老後生活を送るために、若いころ勉強していたドイツ哲

学とか、ドイツの社会政策の文献を読み、本を出版する準備をしています。ようやく

年を取って、そういう本来の昔の姿に戻ったということで、毎日勉強しております。 

 以上です。 
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○中村福祉政策推進担当課長 次に、幹事・書記ですけれども、名簿の資料のとおり

となります。時間の都合上、個々の紹介は割愛いたします。 

 次に、分科会長の選任についてです。 

 東京都社会福祉審議会規定第４条第１項によりまして、当分科会に、委員及び臨時

委員の互選による分科会長を置くこととなっておりますが、委員の皆様から立候補、

またはご推薦はございますでしょうか。 

 立候補とご推薦がないようでございますので、事務局から推薦をさせていただきた

いのですけれども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○中村福祉政策推進担当課長 では、当審議会の委員として長年ご尽力いただき、前

期の検討分科会でも副分科会長をお務めいただいておりました、山田昌弘委員にお願

いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○中村福祉政策推進担当課長 それでは、異議がないようですので、山田委員に分科

会長をお願いしたいと思います。 

 早速ですが、分科会長にご挨拶をお願いしたいと思います。 

 山田委員、お願いいたします。 

○山田分科会長 ありがとうございます。 

 ご指名いただきました山田昌弘でございます。多分、委員の中では、年長で長いと

いうことで選ばれたんだと思います。取りまとめ役を務めさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 ありがとうございました。 

 それでは、これから先の議事進行は、山田分科会長にお願いしたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

○山田分科会長 ありがとうございます。 

 まず、最初に、副分科会長の選出をさせていただきます。東京都社会福祉審議会規

定により、副分科会長は分科会長が指名することになっております。ぜひ、福祉分野

にお詳しい駒村康平委員にお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山田分科会長 ありがとうございます。 
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 それでは、駒村委員、一言ご挨拶いただけますでしょうか。 

○駒村委員 駒村でございます。ご指名いただきました。 

 分科会長を支えて速やかにまとめられるように尽力したいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○山田分科会長 ありがとうございました。 

 また、当分科会につきましては、先ほど事務局から説明がありましたとおり、審議

会に準じて原則公開となっております。公開の議事についての詳細は、資料２のとお

りですので、ご覧いただいてください。 

 次に、分科会のスケジュールについては、資料３にございますとおり、検討分科会

及び起草委員会を開催して作業を進めた上で、年度内に審議会として意見具申の内容

を取りまとめ、東京都に提出することを予定しております。 

 委員の皆様方から様々な知見をいただきながら、この分科会で検討してまいりたい

と思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、３月の総会におきまして、今期の審議テーマとして設定いたしました

「2040 年代を視野に入れた東京の中長期的な福祉施策のあり方」について、審議を

進めてまいりたいと思います。 

 審議テーマに関連いたしまして、今日は、室田委員、小澤委員の２名の委員からご

発表をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 発表の進め方でございますが、お一人につき 20 分程度でご発表いただきまして、

その都度、質疑・意見交換の時間を 15 分程度設けさせていただきたいと思います。 

 その後、改めて全体の意見交換の時間を取らせていただきたいと思います。 

 まず初めに、今期の審議テーマについて、平岡委員長よりご説明いただけますで

しょうか。 

○平岡委員長 ありがとうございました。 

 総会のときの審議テーマ説明用のメモ、これが今日の参考資料１となっております

が、これにつきましては、総会の際に全文を読み上げるという形で説明させていただ

きましたので、今日は簡単にポイントだけを説明させていただければと思います。 

 最初の三つの段落ですね、こちらでは前期の第 21 期の意見具申の背景となった人

口や社会の状況の変化、そして意見具申の内容について振り返るということでお話し

させていただきました。 
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 そして、この第４段落目でしょうか。真ん中辺りの「目前には、「団塊の世代」

が」で始まる段落以降におきましては、今回審議を進めるに当たって考慮する必要が

ある人口であるとか、経済、社会の状況として、高齢者人口の増加、それと併せて年

少人口と生産年齢人口の減少というものが、同時かつ急激に進行していくということ。 

 また、医療・介護等のサービス需要の急増といったことに触れまして、さらに、い

わゆる就職氷河期世代とも重なる団塊ジュニア世代が、いずれ高齢期を迎えることに

なるわけですけれども、この世代の人々が経験してきたライフコースですね。ライフ

コースというものを見ますと、不安定な職業キャリアを経験している場合が、その上

の世代よりもかなり多くなるのではないか。また、未婚者、子供がない人がより多く

なる。前の世代よりも多くなる。また、そのようなことで高齢期を迎えるに伴って、

従来の制度では対応困難な様々なリスクに直面していくという可能性が高まっていく

のではないかということを指摘いたしました。 

 そして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の終息が見通せない状況の中にある

ということについても触れまして、昨年９月に開催した公開研究会において、各分野

の専門家のレクチャーから明らかになかったことということで幾つかを挙げておりま

す。 

 高齢者や家族が直面する問題がより深刻化していること、経済的な活動の制約に

伴って収入の低下・損失が起きているということ、また、地域福祉活動の休止により

孤独の問題が顕在化していること、深刻な男女格差が露呈したこと、活動や事業のオ

ンライン化が進みＩＴリテラシーの問題が表面化したこと、さらには、社会や制度が

もともと抱えていた構造的な問題や、有事に備えるべき政策の脆弱性というものが、

コロナ禍によって顕在化してきたことなどを指摘いたしました。 

 ２ページ目に入りまして、様々な課題、例えばジェンダーに敏感な政策が必要であ

ることであるとか、顕在化した地域課題に対して継続的な関わりや支援につなげるた

めの仕組みや工夫が必要であることなど、課題に対する解決のヒントが昨年の公開研

究会の中で示されたというようなことにも触れました。 

 こうした視点から、今期の社会福祉審議会では、2040 年代を視野に入れた東京の

中長期的な福祉施策の在り方について議論することにしたいということを提案させて

いただいたわけです。 

 その際には、社会福祉の各領域で培われてきた支え合いの手法や考え方を踏まえる
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こと、また、2000 年の社会福祉基礎構造改革以降数次にわたる社会福祉法の改正趣

旨や基本理念に立ち返りつつ、前期の意見具申で提示した、インクルーシブ（包摂

的）な社会環境の実現、また、地域生活課題への対応といった論点を念頭に置くとい

うことを提案させていただきました。 

○山田分科会長 平岡委員長、ありがとうございました。 

 では、続きまして、栃本副委員長より、社会福祉法の変遷についてお話しいただき

たいと思います。栃本副委員長、よろしくお願いいたします。 

○栃本副委員長  平岡先生より少し社会福祉法についてお話しするようにというこ

とですので、まずは、社会福祉法について最近の動向についてお話ししたいと思いま

す。 

 ファイルは、どういうものが入っているかということについてなんですけれど、１

ページ目に書いてありますように、社会福祉法の変遷について説明するということ、

それと、先ほど委員長からお話がありましたように、2040 年代を想定して何が変わ

らなければならないかについて検討しなければならないことについてというのがあり

ます。 

 2040 年代ですので、あと 18 年もあり、そのころになれば法律も変わっているか

もしれませんが、今直ちに法律が変わるということはないでしょう。しかし、その方

向に向けて、取り組めること、地方政府が具体的に着手できることは、実はあります。

準備に向けた作業というか、また地方政府が率先してそれに取り組んでいくというこ

とです。事実かつての東京都政のおこなってきたことは国に先立ち先行し、後に政府

が取り上げ制度になったり、地方自治法が変わったりしています。 

 あと、社会福祉法の変遷ですので、当然 2000 年の基礎構造改革について論じてお

ります。 

 それと、もう一つは、2022 年４月に、社会福祉法の施行令が出されましたね。４

月１日に出されました。2020 年に法律改正されたものについて、具体的に地域で展

開するための補助金であるとか、そういうものが想定されております。 

 そのところで、いわゆる介護保険特会との関係というものも関係してまいりますの

で、その資料です。 

 あと社会福祉法の最近の改正の中で非常に重要なのは、2017 年法と 2020 年法で

す。これは本当に基礎構造の基盤部分の改革につながるものであることを論じました。 
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 ただし、それを現実に行うためには、自治体が具体的に実際に実現するための工程

をつくって、PDCA サイクルで回していくこと。自治体なりの実行計画を作る必要

があり、霞が関よりも先行して地方政府が実際に政策臨床場面で実践しなければなら

ないことについて触れております。 

 今この一番下のところは、先ほど平岡委員長からお話がありましたように、共生社

会という言葉は使わないという形でそのように述べております。 

 今日の委員長そして委員の皆様のご発表の中にも出てますけど、これから分断社会、

格差社会となるのですか、分断を避けるという意味を強調して社会的包摂という言葉

が適切だろうということです。 

 次の２ページ目です。共生社会、次からは使わない、もともと政治家が掲げた言葉

ですので、これは後ほど読んでいただければと思います。 

 それから、日本は、脱商品化が行われておりませんので、その中で２層化された、

いわゆる格差社会というものが強化拡大しますね。そういう中で、どういうふうな東

京の施策を展開するかということが、非常に重要であるということですね。 

 プレカリアートなどは、さらに拡大し、若者だけではなく。中高年のプレカリアー

トが非常に深刻で課題として重要になるということです。社会の大勢は豊かだから

ほっておいてよいということにはなりません。 

 ４枚目を。ここに書いてありますように、まず、一つは社会福祉の基礎構造改革と

は何なのかなということなんですけれど、社会福祉の基礎構造改革というのは、基礎

構造そのものが、現在の社会福祉法、従来の社会福祉事業法の中で書かれています。

社会福祉事業法は、その前の社会事業法を踏襲してまして、法律の基本的な性格は変

わっていません。名称だけを変えているだけです。 

 その経緯については、この中に書いてありますが、私からは説明しません。 

 社会福祉事業法に先立つ社会事業法の中で定められました制限列挙第一種であると

か、第二種というのは、そのとおりです。現在も引き継いでおります。 

 また、基本的に、社会福祉法は、規制法であるという性格です。その本質的なこと

は変わっていません。しかし、自治体レベルで、地方政府のレベルで市民のための法

という形に実際にはなるように取り組むことは出来ます。消費者保護もそうでしょう。

一方、通常だと同一条文に書き込まないような、いわゆる美辞麗句というものが、か

なり入り込んでいるということで、かなり宣言的なものが多いということになります。
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これを地方自治体は実体化、実のあるものに実務で取り組んでいかなければなりませ

ん。 

 ちなみに、基礎構造改革というと、例えば社会福祉協議会、民生委員、福祉事務所、

あとは共同募金、それと措置を委託することを妨げないという形で、公と民との関係

というものについて優先性がどこになるのかというのが本来基礎構造です。それらに

ついては、全く変わっていないということですね。そこら辺の部分はそこに書いてあ

るとおりです。 

 2000 年の法律というのは、踊り場、中二階の改革でしかありません。なんら公の

法的な義務を伴わないものが多いということで、例えば運営適正化とか、苦情対応と

いうようなことですね。いわゆる民間の県社協に置かれているわけです。問題解決の

法的な強制力はありません。これは契約というものの限界でしょうか。しかしそうは

思いませんヨーロッパの例を見れば。 

 あと法律条文と中身の平仄が合っていません。これは後ほど 2017 年法によって直

りましたけれど、2000 年の時代の 107 条だったかな、市町村地域福祉計画というの

は、旧来の地域福祉いう概念を踏襲したものです。第一条の「地域における社会福祉

（以下「地域福祉」という）」という地域における福祉という意味と 107 条の条文

の地域福祉計画は一条と平仄が合っていません。107 条は我が国の伝統的な地域福祉

論における「地域福祉」の概念です。 

 それが 2017 年になって、条文の変化をご覧になったら分かりますが核計画の上位

の計画ですね。そう地域福祉計画が位置づけられたという形ですけれども、ようやく

地域における福祉に関する法律という形に変わりました。これはようやく整ったとい

うことではあります。 

 10 ページのほうに行っていただいて、これはよく言われますように、地方分権一

括法、1999 年に公布されて、介護保険が導入されるということで社会福祉法改正と

いうのを行ったということですね。それで、措置から契約へという形になります。 

 その下のところの 2000 年の社会福祉法改正以降、公益法人改革が行われてます。

それを受けて、2017 年法、これは法人改革です。それと 2020 年法の共生社会実現

のための改正というものが行われます。 

 12 ページ。これは先ほどお話しした、社会福祉協議会とか、民生委員とか、福祉

事務所、社会福祉主事、さらに社会福祉法人制度、共同募金などが基礎構造です。 
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 先ほどお話しした委託することを妨げないというような法律の組み立ても基礎構造

です。 

 ご案内のように、諸外国では、社会福祉を担うのが民間の公益法人などが中心の場

合民間優先制があるという形になっておりますけれど、日本はその逆になっています。

あくまで公が軸です。にもかかわらず、実際にサービスが提供されているのは、ほと

んど民営、民間が行っているという実態と組み立てがねじれた関係があるわけです。 

 ご案内のように、障害者関係であれ、高齢者関係であれ、ほとんどは民間民営です。

社会福祉法人含めてですね。従来、保育所のみが公営比率が高かったということなん

ですね。実質的には九十数％が、実は民間で行わないのにかかわらず、法律の組み立

てとしては、公に優先性があるということは変わっていません。これらを変えるとい

うのが、本来、基礎構造改革ということになります。 

 次ですね。それで、一番最後に時間の関係で、2017 年法と 2022 年法について簡

単に述べますけれど、その前に先ほど 2040 年までを想定して基礎構造改革はどう変

わるべきかということなんですけれど、福祉事務所と職員体制については、平成の市

町村合併によって市町村の数は激減しました。もともと福祉事務所というのは、民生

安定所というんですけれど、これは本来、民生安定所については、全ての市町村に置

くということを当初検討しました。全ての市町村に福祉事務所を置くということに

なっていたんですが、しかし、戦後のことで財政力がないということと、当時の大卒

は少ないですから社会福祉主事任用資格を持っている人が少ないということで、仮置

きで、市のみ、市町村の市のみ福祉事務所を置くという形になっただけです。 

 その後、ずっと放置されて、いわゆる町村については、県福祉事務所という形に

なっています。これが 2040 年までもつとは、正直思いませんということですね。 

 福祉事務所の考え方の変遷ということでは、今日、岡部先生ご欠席ですけれど、総

合福祉事務所構想というのがありましたけど、実態的には、それは崩れてしまってい

ます。 

 したがって、もうこれから貧困問題、生活困窮者支援とか、様々な心配が出ますの

で、むしろ生保事務所という形で、専門性を高めるということのほうが重要になろう

かと思います。 

 それで、すべて必置化するとともに、あわせてブランチのような今の最後の分野で

言えば、よく言われているように、地域包括支援センターのような形で相談ができる
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ブランチを出すと、そういう形で相談を受けたり対応するという形が必要になろうか

と思います。決定は福祉事務所ですが。 

 あと生活保護については、生活保護費全部の約半分を占めているのが医療扶助です、

介護保険法ができた際に、介護扶助をつくると同時に、65 歳以上については、介護

保険制度の中に入るという形の組み立てをしました。介護保険制度では 65 歳以上の

被保護者は介護保険の被保険者となり保険料を生活扶助から出し介護保険からの給付

を受け、自己負担分は介護扶助から出し、二号被保険者は介護扶助で対応するわけで

す。そのような時代であるなら、つまり、国民保険といったことが始まったばかりの

時の医療扶助の必要性とは違うわけですから、生活保護の被保護者が医療については、

医療保険に入れないということがそもそもあり得ないということですね。 

 ちなみに、医療保険のほうに入れば、生活保護費は半分になります。本来の自立助

長のための制度、幅広く相談支援を専門的におこなう機関に切り替わるということに

なります。 

 あとこれも大胆なことですけど、2040 年、2050 年頃まで、果たして市町村の社会

福祉協議会というのは、必置である必要があるかどうかということですね。これは任

意設置とすべしということです。もともと都道府県社協を設置したのが、憲法 89 条

の公金を支出してはならないということで、共同募金をつくりまして、共同募金の配

分ということもあり都道府県での仕組みが必要だというので、都道府県社協、そうい

うことになりました。 

 その後、市町村の社会福祉協議会を含めた社会福祉法人という法人格でもって市町

村社協をつくるという作業をしました。 

 果たして、2040 年までに市町村社協というものが全て必置にしていく必要がある

のかどうか。それぞれの地域や市民の観点から見て、形を整えるということでいいの

ではないかということですね。結果的にその地域の住民がまた議会がやはり必要であ

るということであればもちろんそのままということになります。別の形態もあるかも

しれません。もう少しフレキシブルにしても良いのではないかということです。 

 15 ページですね。法人改革と 2017 年のものと 2020 年のもの。 

 その次、法人改革、先ほど委員のご挨拶にもありましたけど、地域公益をはかると

いうことになっておりますので、社会福祉法人としての地域での責任、ガバナンス改

革、透明性の確保、財務の健全化ということで、地域公益をはかる事業というものが
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つくられたわけですけれど、これについては、全て公表すべきであると考えます。そ

れを自治体でもって明らかにする。東京都としてそういうのを公示するということは、

本来必要なはずです。 

あと地域医療介護総合確保基金というのができました。これは細かい説明になります

けれど、税と社会保障の一体改革で、消費税の引上げ分は社会保障給付費のみ充当し

ろということになっておりました。それで、内閣府のほうで、社会保障給付費の範囲

を検討するという検討会が、実はありまして、メンバーだったんですけれど、社会保

障給付費という概念というか、範囲では、一番これから必要とされるようなものにつ

いては、社会保障給付費の中に実は入ってないんですね。自治体の役割をサービスプ

ロバイダーということであれば入りますが、インネイブラーとしてということになる

と社会保障給付費の中に入りません。また人材育成や教育訓練といったことも同様で

す。 

 そうしますと、税金を上げて、消費税を引き上げて、社会保障のほうに充当すると

いっても、例えば人材確保とか、そういうものについては、あと人材の育成のために

ということになるとなかなか社会保障給付費という概念とは違う。サービスを提供す

るというものは、社会保障給付費に入るんですけど、サービスを提供しなくてもその

人が自立できるような相談員で行うようなこと、こういうものは社会保障給付費の中

に入りません。したがって、それだと、よくないなという声でできました。地域医療

介護総合確保基金で様々な社会保障給付費の従来の範囲に入らないものに対応すると

いうことです。 

 この部分の活用というのは、非常に不十分だということですね。人材の関係で少し

書かれてますけど、それをもう少し活用すべきである。そういうことについても、や

はり審議会で適切な提案というのは、なされるべきだと思います。 

 あと連携推進法人制度ということで、医療法の改正に伴って、地域医療連携推進法

人制度ができました。また、今般の社会福祉法改正によって社会福祉連携推進法人制

度ができました。これらは非常に大きな動きになります。間違いなく。2030 年、40

年になれば、非常に大きく変わりますので、これらについてもご議論、検討していた

だきたい。 

  それで、そこに書いてありますように、2022 年法改正でもって、この連携推進

法人関係ができました。 
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 あと医療・介護のデータ基盤の整備の推進ということがあります。今日、委員で一

番専門家の筒井先生がお越しになっていますけれど、ビッグデータを使ってというこ

とになってますね。その部分は非常にご専門の方がいらっしゃいますので、私が言う

べきことじゃないですけど、LIFE についてもご専門でいらっしゃられますが、

LIFE の中身ではなくて、実際に LIFE への対応ができないような事業所が明確に出

てきてしまっているということはよく指摘されております。 

 先月も駒村委員長の下で、ある学会でそのような議論が行われました。LIFE への

対応ができないような在宅系事務所等へ、事業所内のデータの電子化を進めるような

各種補助金を出すべきだということですね。 

 その下が、重層的支援の部分です。これは重層的支援体制整備事業と介護保険法施

行令との調整というものが、今年の４月１日の社会福祉法施行令の中で述べられてい

ます。 

 18 ページをお願いします。具体的には、この市町村において、既存の相談支援等

の取組を生かしつつ包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設すると

いうことで、これからそういう点、これは今回審議委員で重責のある先生が中心につ

くられて議論されたものだと思いますけれども、相談支援、参加支援、地域づくりに

向けた支援というのを実施するための事業創設のための補助金、交付金というものを

交付するということなんですね。それを具体的にどうするのか。 

 それから、今年４月に施行令が出ましたので、重層的支援体制整備事業に関する国

の交付金の交付、それから、都道府県の交付金、それと 29 条だったかな。市町村の

一般会計への繰り入れということが決まっております。 

 これは、非常にこれから相当重要なことなんですね。実際に、市町村と県が、都が、

一体となっていろんなことを行っていくという際に、どういう組み立てをするかとい

うのは、非常に重要なことになります。東京都が、そして東京都と市区町村がどうし

ていくのか連携をどうするのかが問われます。相互浸透的に、単純な分担論、区分け

論ではいけないと思います協働ですね。 

 19 のページ、それで、ここで深刻な問題になるところですので、今委員長のお話

しになった、特会の占める割合ということですね。次のグラフはかつて私が、秋の行

革ヒアリングというのがあるんですけれど、秋の行革ヒアリングで参考人として呼ば

れたときに提出したものです。これは平成 26 年ぐらいまでのデータしか書いていま
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せんけれど、これを見ていただきますと、介護保険が始まって、グリーンの部分が介

護保険が始まって、介護保険特会ができたところです。介護保険特会があるからこそ、

こういう形で右肩上りになっています。 

 しかしながら、民生費を介護保険事業歳出の足し合わせた総額を見ますと、介護保

険事業歳出を合わせると、市町村の民生費全体といいますか、そういうものがこうい

う右肩上りになっているんですね。順当に上がっています。 

 しかしながら、介護保険特会を取っちゃうと、実態はどうなっているかというと、

ほとんど伸びてないということです。 

 その下の内訳は、老人福祉費であるとか、家族に対する費用、社会福祉費、老人福

祉費、児童福祉費、生活保護費、災害救助費、介護保険事業、歳出というのが書いて

ありますよね。というので、この内訳をずっと眺めていますと、実はほとんど上がっ

てないんですね。これが実態です。 

 この中で、どういう施策を実際に地域のほうで展開をしていくかというのは、非常

に難しいですね。 

 したがって、実は介護保険の財源を使って社会局関係のいろんなことに使うという

形になってなんとかやっている。ねじれた形になっていますね。それをいつまでも続

けるというのは、非常に難しいと思います。こういう問題もあるということです。 

 次、先ほどご案内した、社会福祉の転換点になって、これから非常に大きく社会福

祉制度というのは変わっていくでしょう。いよいよ本当の意味での基礎構造改革とい

うものの中身が地域で作られていく、そういう時代を迎えるということです。 

 大変長くなりました。また、資料を整理した上で、皆さん方に見ていただけるよう

にいたします。 

 長くなって、分科会長、申し訳ありませんでした。以上です。 

○山田分科会長 栃本副委員長、ありがとうございました。 

続きまして、今後の議論のベースというか、私はちょっと福祉の現場や栃本先生のよ

うに法律にはあまり詳しくないのですが、家族社会学の観点から、少し 2040 年代の

懸念を共有させていただきたいと思います。 

 メモでございます。よろしいでしょうか。 

 令和時代の社会、2040 年、令和が続いているかは分からないんですが、令和時代

の社会福祉を昭和時代の延長で考えてよいのだろうかということで、先日、内閣府の
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人生 100 年時代の結婚・家族研究会というものがありまして、その主要成果が、令

和４年の男女共同参画白書にまとめられましたので、もし、よろしければ見ていただ

ければありがたいんですけれども、そこで、「もはや昭和ではない」というキャッチ

フレーズが掲げられ、結婚や家族や雇用の在り方は大きく変わっていると思います。 

 昭和の時代は、97％の人は結婚して、10％の人が離婚する。令和の家族は 75％の

人が結婚し、35％が離婚する。標準家族からこぼれ落ちる人が多くなっていく時代、

むしろ多数派になる時代ですね。 

 このスライドは、ほとんどの方はご存じだと思いますけども、マーシャルは社会政

策の目的を社会的リスクから守ること、社会統合を脅かす社会的分団に橋を架けるこ

ととしたんですが、現行の社会福祉、社会保障制度は、果たしてそれに見合ってでき

ているだろうかという懸念があるわけです。 

 日本の社会保障制度というのは、多分誰でも望めば標準的ライフコースを前提とし

て、かつ、家族主義、経済問題やケアは家族の中で解決するのが前提だというふうな

特徴があると思います。家族の中に正規雇用者がいて、収入があり、家族の中に時間

的にケアできる人がいる。 

 私の見立てによると、標準的ライフコースを送る人への人並みの生活の保障と、標

準的ライフコースから外れた人を一律最低保障に落とし込むというシステムになって

いるのではないかと思います。 

 となると、標準的ライフコースをとっている人は、リスクから守られるんだけれど

も、標準的ライフコースをとっていない人、非正規社員とか、フリーランスとか、自

営業、これは男性だけではないですが、放置されたり、そういう正規雇用者と結婚し

ていない女性が放置されているのだと思います。 

 次に、家族主義の問題点ですけども、多分家族を持つことがリスクになっているが

ゆえに、少子化が起きるという説を私は前から唱えているわけですけれども、リスク

があるような結婚、出産はしないし、かつ、リスクに陥った相手を家族から排除しよ

うとする、自分を守ろうとする傾向があるのではないか。そしてまた、子供にとって

どの親の元に産まれるかは選べないがために、そこで格差分断が生じるのではないか

と考えて、家族主義の問題点だと考えております。そういうことが家族的分断を加速

しているんだと思います。 

 次の三つのスライドは、例ですので、例えば夫がフリーランスの専業主婦の妻は、
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何もサポートがなくて踏んだり蹴ったりで守られないとか、これは卒業生、元学生の

例なんですが、夫は自営業で妻はパートで子供を産もうとしたら、何の手当もなくて

踏んだり蹴ったりだというように文句を言われたことがあります。 

 このスライドは遺族年金の不公平なので、そうですね。「ＤＶ夫だけども、離婚す

ると生活できないから、夫が寝たきりになったら復讐してやろうと思う」という聞き

取り調査をしたことがあります。 

 さらに、奨学金制度があるとよく言うんですけれども、実態を見てみると、ある女

子学生は、母親に奨学金を借りている人とは付き合ってはいけませんというふうに言

われたそうです。また、最近は、「親ガチャ」とか、「太い親、細い親」ということ

がよく話題に上るようになり、つまり本来、リスクを軽減するはずの奨学金制度が格

差の再生産になっているのではないかという懸念もあります。90 年頃までは、多分

このシステムでよかった、家族から見たらこのシステムでよかったというのは、標準

的ライフコースがほとんどの人がたどれたということだと思います。ほとんどの人は

結婚して、ほとんどの男性が安定して収入を得られたというところで問題は顕在化し

てなかったと思います。 

 しかし、90 年以降、雇用の多様化や非正規雇用の増大、さらにライフコースの多

様化が進んだがために、リスクにさらされ、分断が起きているのではないかと私は

思っております。 

 標準的家族を形成、維持できれば、従来の社会保障で守られますが、その割合はど

んどん低下している。しかし、標準的家族を維持できない人が、従来の社会保障制度

では救えない人たちがどんどん増えているというふうに考えます。 

 今後の課題の例として、これは前期の研究会でもお話ししたこととほとんど同じで

すが、2020 年の国勢調査等のデータが出ましたので、少し付け加えさせていただき

ますと、多分 20 年後の最大の社会問題が、今 8050 問題と言われている人たちのさ

らに 20 年後だと思います。35 歳から 44 歳の中年親同居未婚者が 300 万人ぐらいも

う既に７年前にいて、今はよいけれども、親が亡くなるとどうなるのか誰も分からな

い。経済的な問題や心理的問題がたいへんな規模で生じてくる可能性があります。 

 2020 年の国勢調査が出ましたので、もうこれを見てみれば分かるように、もう 50

代で男性の３分の１に配偶者はいないし、女性の３割には配偶者がいないということ

になっております。さらに、この人たちが 20 年後には、70 代、80 代になっている
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はずですし、さらに、これより後の世代は配偶者のいない人たちがたくさん増えてい

るわけです。 

 このスライドはネットサンプル調査なので、統計的にどれぐらい正しいかはまだ検

討中ですけれども、今年の２月に独身者に限って調査を行いますと、やはり経済的に

十分な生活が送れない、十分な介護が受けられない、孤立して寂しい思いをする、孤

独死してしまうといったような将来不安が非常にたくさんの人にある。 

 これは内閣府の調査でも、いわゆる配偶者がいる人と比較したデータもそこに出し

ておりますが、やはり配偶者がいる人に比べて独身者の人のほうがこのような不安が

多い上に、さらに中身を見てみると、子供がいない女性とか、収入が少ない男性にと

ても不安が高いということが分かりました。 

 次に、社会の分断のほうなんですが、先ほど言ったように、どうも若者の親に格差

が広がって、子供に格差ができてきて、多分ヤングケアラーの問題も恵まれた家庭と

恵まれてない家庭で若い時代に格差がつくということだと思います。 

 教育力格差も大きくなっていくんだと思います。 

 多分、格差が固定化、格差の固定化というものは、今以上の状況で広がってく傾向

が見えてきます。 

 ということで、あとこれは私は素人なんですが、果たしてお金とマンパワーは足り

るんだろうかというのが、私自身がもう今年高齢者になりますので、ここ 20 年の間、

本当にもつ、足りるのだろうか。福祉にかけることは、いわゆる少子・高齢化によっ

て経済停滞と労働力人口が現実に起きています。これは前期の報告書でも多少触れて

いただいたんですけれども、増える福祉需要がある中で、今の福祉水準を維持できる

んだろうか。さらに、福祉にかけることができる労働力が足りるんだろうか。その子

供数が急速に今減少して、去年が 81 万人、今年がさらに減りそうで、年間出生数、

今年は 80 万人ぐらいになるんじゃないかと予想されています。20 年前でも 115 万

人ぐらいだったのが、もう既に子供の数が 20 年前の３分の２ぐらいになっている中

で、福祉に振り向ける労働力があるんだろうか。家族がいない人が増えますから、家

族でやれといっても、もう誰もいなくなるわけでという。 

 多分お金のない独身者というのが、家族がいないお金のない人というのは、とんで

もない人数になってくるはずで、それが放置されないようにうまく福祉を設計してい

く必要があるかなと考えています。 
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 すみません。家族の面から少し見させていただきました。 

 どうもありがとうございました。すみません、一方的に発言するだけで。今日はこ

れでおしまいにいたします。 

 すみません。随分お待たせして申し訳ございませんでした。 

 それでは、次に、委員の皆様からのご発表に移りたいと思います。 

○中村福祉政策推進担当課長 すみません。事務局の中村です。 

 今、遅れていらっしゃっていました杉山委員と奥田委員が先ほどから参加していた

だいてますので、ご紹介させていただきます。 

○山田分科会長 よろしくお願いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 杉山委員、奥田委員、よろしくお願いいたします。 

○杉山委員 よろしくお願いします。 

○山田分科会長 ありがとうございます。 

 では、よろしいでしょうか。ご挨拶ありがとうございました。 

 では初めに、今日の発表に移りたいと思います。 

 室田委員からご発表をお願いしたいと思います。発表 20 分ぐらいを目途としてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○室田委員 では、報告させていただきます。 

 改めまして、東京都立大学の室田信一と申します。 

 私の報告は、地域福祉の観点からということで、「地域共生社会」の行く末という

ことでお話しさせていただきます。 

 先ほど栃本先生からもありましたが、地域共生社会という言葉は使わないほうがい

いのではないか、私も同じような懸念点は持っていますが、この言葉を使うかどうか

は別として、私自身は地域共生社会、特に 2017 年と 2020 年の法改正の中で述べら

れているような地域共生社会の在り方に理念としては賛同する部分は多いんですが、

ただ、それが実際に政策として落とし込まれていくと、いろいろ問題をはらんでいる

のではないかなという意味で危惧しているところもありますので、そういった危惧も

含めて、2040 年がどのような状況になっているのかということを少し予想的になっ

てしまいますけれども、お話しした上で、歴史的な経緯であったり、あとは実際の草

の根の地域福祉の実践なんかをヒントに、どういった資源の循環を地域の中で考えて

いくべきか、また、どのような政策を考えるべきかということをお話ししたいと思い
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ます。 

 2040 年の地域福祉の姿ということで、少しこのようなものを掲げさせていただい

た上で、以後、説明していきたいと思います。 

 まず、自治体間格差、それから地域間格差が拡大するだろう。個人間の格差もそう

なんですが、恐らく 2000 年の社会福祉法が成立してから、地域福祉の考え方が法律

の目的にも掲げられて、地域福祉計画の策定によって、地方のことは地方で、地域の

ことは地域で決めるという考え方が強調されてきて、地方分権の流れもある中で、こ

れはある意味、地域間格差を許容するような方向で政策が動いてきていると思います

し、実際に格差が広がってきているのも事実だと思います。それが 2040 年には、さ

らに拡大するのではないか、このように考えています。 

 次に、緊縮財政と脱専門職化というところですけれども、これは例えばこの文献で

上げている Malin さんなんかは、イギリスの議論なんかを中心に、いかに福祉の中

で緊縮財政が脱専門職化を進めてきたのかということを議論されていますが、日本で

は、そこまで緊縮財政の議論というのは、大きくないですが、アメリカやヨーロッパ

では、2008 年のリーマンショック、エコノミークライシス後の緊縮財政というのは、

大抵どこでも議論に上がってくることだと思いますが、それに伴って脱専門職化が進

んでいるということです。 

 例えばそれまで看護師が担っていた仕事を准看護師のような存在に補わせるという

ような形の脱専門職化もありますし、専門職が担っていた部分を非専門職が担うよう

な形の政策も推進されていると。 

 例えば日本でも高齢者の部分で言うと、総合事業というものがありますけれども、

ここの総合事業の考え方で基準を緩和して実施するということが言われています。こ

れはある意味、脱専門職化を推進している政策と言えるのではないかなと、そのよう

に思います。 

 そういった延長には、三島が言うようなアンペイド・パブリック・ワークという、

これは、揶揄だと思いますけれども、地域住民が公共的な仕事を無償でやるという実

態が拡大していく可能性はあるのではないかなと思います。 

 それから、公的資金の縮小ということで、これは言わずもがなではありますけれど

も、特にコーディネーターバブルの終焉とドラマティックに言っていますけれども、

今いろんな分野でコーディネーターに予算がつくというのが、近年の政策の傾向だと
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思います。 

 少し前のコーディネーターとして、ボランティアコーディネーターという存在に予

算がついた時代があるんですけれども、それは社会福祉協議会のボランティアセン

ターのコーディネーターの予算ですが、これはもう今はほとんどなくなっていて、全

国のボランティアセンターのお話を伺うと、かなりほかの予算で賄っていたり、自主

財源でそこを何とか補填して、ボランティアコーディネーターを配置しているという

現状があるということで、今たくさんついているコーディネーターの予算というもの

も長くは続かないのではないか。2040 年には、同じような水準で配分されるという

ことはないのではないかなということを考えております。 

 このような姿を仮に想定したときに、じゃあ、それはどのような根拠から考えられ

るのかというのを次にお話ししていきたいと思います。 

 地域共生社会というのはどのように位置づけることができるのかというときに、こ

こでは明治学院大学の武川先生が、地域福祉の主流化という言葉を提唱というか、使

われてきました。これは社会福祉の中で地域福祉がいかに主流化してきたのかという

ことです。近年、地域福祉が不可逆的に社会福祉の中で主流化しているんだというこ

とをおっしゃっていて、地域共生社会と地域福祉の関係で言うと、別の発展を経てい

るものの、親和的な考えだし、地域共生社会というのは、これまで地域福祉として語

られてきたものが地域共生社会なのだというふうに説明されています。 

 つまり地域福祉の延長に地域共生社会を置くということなんですが、私は少し別に

それを捉えていまして、地域福祉の延長にはあるものの、社会の大きな曲がり角と、

歴史の曲がり角に地域共生社会を位置づけたほうがいいのではないか。そのように捉

える必要があるのではないかなというふうに思っています。 

 先ほど山田先生のほうから、もはや昭和ではないというお話がありましたけれども、

やはり昭和の時代から地域福祉が推進されてきた中で、地域共生社会とはその延長に

あるというふうに捉えてしまうと、非常に危険なのではないかなと。むしろ転換点に

あるのではないかなと。 

 この図は、京都大学の広井先生が作られている図に、赤の部分は私が追加した点で

すけれども、社会の形が変容していって、経済の規模が拡大していく中で、例えばコ

ミュニティ政策という 1960 年の末から 70 年代初頭から始まった国の政策というの

は、いわゆる伝統的な社会の、例えば地方から都市に移住してきた中で、いわゆる地
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域の共同体みたいなものが失われているときに、都市部でもコミュニティを新たにつ

くり直していかなくてはいけないんだと、こういう考え方から出てきた政策なわけで

すけれども、そういった政策が 1970 年代に推進されてきて、その後、政府は積極的

にボランティアにも予算をつけるようになります。それはボランティア振興政策とい

うふうにここでは呼びますが、そのようにして、ある意味住民同士の支え合いみたい

なものが失われていった中で、都市の中にどうやって助け合う関係性を再構築してい

くのかということが、政策の目標として掲げられてきたと思うんですが、その延長に

地域共生社会があるのかないのかということを考える必要があると思っています。 

 それは確かに延長線上にはあるんですけれども、このように、今の広井先生の図を

基にちょっと大胆ではあるんですけれども、整理することは可能ではないか。これは

先ほどのグラフですか、図と連動しているんですけれども、左のほうから、社会のあ

り方、伝統的な社会、そして工業化・情報化社会で、仮に定常型社会というものを採

用すると、工業化社会・情報化社会の中をここでは地域福祉の時代というふうに読み

替えています。そして、定常型社会に地域共生社会がつながるのではないかというの

は、この支援の基盤にある考え方が、伝統的な社会というのは共同体の相互扶助を

ベースとしてあるわけですけれども、地域福祉の時代はどのような考え方かというと、

住民同士の支え合いの組織化、いわゆるコミュニティ・オーガニゼーションと言われ

るものだったり、専門的な支援の組織化（コミュニティケアと）と呼ばれるものだと、

こういったものが地域福祉の政策として推進されてきましたし、政府による社会保障

も徐々に強化されてきた。 

 予算の流れとすると、中央集権的に予算を集め、それを再分配するという流れの中

で支援が構築されてきた時代だと思います。 

 先に下を説明しますと、共同体の相互扶助というのは、ある意味、コミュニティに

おける関係性、対等な関係で成り立って、いわゆるゲマイン・シャフトのような関係

だと思いますけど、一方で、地域福祉の時代というのは、よく社会福祉の議論なんか

でも言われますが、非対称的な関係性にあると。それは専門家と支援を受ける存在が

非対称的なのもそうですけれども、地域福祉の考えでも、地域の中でやはり「支え

手」と「受け手」というのが、非対称的な存在として考えられてきたのが、この時代

の地域福祉の特徴ではないかなというふうに思います。 

 じゃ、定常型社会、ごめんなさい、一番右ですね。地域共生社会はどういうものか
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といったときに、この国の政策の中では、他人事を我が事に変えるであったり、「受

け手」と「支え手」を超えるということが言われています。この考え方からして、や

はり地域福祉とは違う考え方を推進しようとしているのだと思います。この点が、私

としては地域共生社会の考え方としてとても大事なものだと思いますが、じゃあ、そ

ういった関係性というのは、地域の中でどのようにつくられるのか。これまでの非対

称的な関係性と変わらないようであれば、それはやはり地域福祉の延長線にあると思

うんですが、全く新しい関係性というものを地域の中で構築していく必要があるので

はないか、このように考えています。 

 というのは、地域共生社会というのは、ある意味、美しく描かれていまして、ここ

では三つの言説として整理したんですけれども、このようなものが成り立っていると

思います。 

 地域共生社会づくりを推進するということは、縦割りの制度を超えて、地域におけ

るきめ細やかで包括的な支援を提供することができる、いわゆるこれを丸ごと言説と

名づけたんですけれども、確かにうまくいけば、縦割りを解消することはできるんで

すけれども、しかし、これは特に重層的支援体制整備事業という事業は、任意事業で

して、取り組んでいる自治体と取り組まない自治体で、これは格差を広げていくこと

にもなりますし、一方で、取り組んでいる自治体の中でも必ずしも縦割りの制度を超

えることができていなくて、重層事業が新たな縦割りを生み出しているという側面も

既に見えてきていると思います。 

 ちなみに、次のスライドが東京都内で今年度重層事業に取り組んでいる自治体で７

自治体、次のスライドが、移行準備事業に取り組んでいるのが 17 自治体で、これを

併せても 24 自治体、62 分の 24 が取り組んでいるわけですけれども、この時点でも

既に積極的に取り組む自治体と取り組まない自治体の中で差が生まれてきていると思

います。 

 三つの言説のスライドに戻ってください。２番目が、支援の「受け手」「支え手」

という関係を超えて、誰もが主体的に地域活動に参加して、地域の福祉活動に貢献で

きるという、もともとこの地域共生社会の議論というのは⼀億総活躍社会の政策目標

の下に生まれてきたので、一億総活躍言説とこれを呼びますが、この考え方自体はす

ばらしいと思うんですが、誰もが活躍できるといったときに、そんな自然発生的に誰

もが活躍できるわけではないと思うんですね。誰かが、どうやって活躍できるのかと
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いう、その場を設ける必要があると思っていまして、ただ単に地域共生社会を推進し

ていけば、みんなが活躍できるというバラ色の世界が待っているわけではないと思い

ます。 

 さらに３点目です。少子高齢化で担い手不足が予測されている地域の福祉活動を持

続可能なものにするのではないかというのが、これサステナブル言説とここでは呼び

ますけれども、多くの人が積極的に参加する社会というわけですが、次、三つ先のボ

ランティア人口の推移というスライドを出してもらって。 

 これが 1980 年からのボランティア人口の推移ですけれども、もう近年は伸びの増

加が頭打ちで、むしろ減少傾向にあるということが、これは当然人口が減少していま

すし、高齢化に伴ってボランティア人口も減少するというのは当然だと思います。 

 一方でボランティアの代わりに NPOが活躍するということも期待されていますが、

これの増加も、もうほぼ頭打ちでして、今後減少に転じるだろうというふうに思われ

ています。そのような意味では、先ほどの３番目の言説も本当にサステナブルなもの

になるのかというと、人がそもそも足りないということもありますし、さらに人がい

ればいいのかというと、ニーズに合わせて適材、適所にその活動者が割り当てられる

必要があるわけですけれども、必ずしもそうはいかないわけですからね。なので、ど

ういう状況になれば持続可能なのか、多くの人が地域活動に参加すれば持続可能なの

かというと、そんな単純な話ではないのではないかなと思います。そのためにも、ど

ういうふうに、どんな意図で誰が参加するのかということも少し掘り下げなくてはい

けないのかなと思って、すみませんが川の図書館というスライドに移ってください。

ここからは少し草の根の小さな活動を紹介したいと思います。 

 これは私が住んでいる地元の調布市で、コロナ禍に始まった取組です。どんな取り

組みかというと、この手前のショートパンツをはいている中学生の女の子、熊谷サラ

さんというのですけれども、彼女がすごく読書が好きで、ただ、緊急事態宣言下で図

書館が使えなくなって、家の本は全て読んでしまって、もっと本を読みたいけど困っ

たというときに、この多摩川の川辺に自宅の本を持っていって、本の物々交換という

か、好きな本を持っていっていいですよと。家の余っている本を持ってきてください。

こんな取組を始めました。ブックスワップと呼んでいるんですけれども。これが週に

１回、当初は週に２回でしたが、週に今１回、毎週日曜日になっていまして、ここが

コロナ禍で多くの人の憩いの場になっていったと。ポイントは何かというと、家で使
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わなかった資源を持ち寄ることによって、多くの人の生活が豊かになることができた。

こんな取組が、実は彼女たちの取組はイノベーションアワードで表彰されたりもして

いて、注目されている取組になってきています。 

 次のチリンチリン三鷹、これも同じく地元の、お隣ですね、三鷹市の取組で、これ

もコロナ禍で生まれた取組です。やっていることはよくあるウーバーイーツとか、そ

ういうフードデリバリーのサービスと同じなんですが、どういう仕組みでこれがコロ

ナ禍で成り立ったかというと、営業が厳しくなったレストランが地元にあって、さら

にアルバイトなんかをなくしてしまった学生がたくさんいて、そして給食に野菜を卸

せなくなった農家の方がいて、この人たちが困っている状態のときに、それまでの経

済の循環の中では、この三つの困り事を解消できなかったわけですけれども、その三

つがつながったことによって、このチリンチリン三鷹というものが生み出されまして、

営業できなかったレストランがお弁当を作って、それをアルバイトを失った学生なん

かが中心になって、買物ができない、例えば子育て中の世帯なんかとか、高齢者なん

かに、これを届けると。あとは農家の野菜も一緒に届けるというようなことをして、

新しい経済の循環を地域の中で生み出したと。これもいろんなメディアなんかで取り

上げられた仕組みです。 

 次、お願いします。これはコロナ前からの取組なんですが、東京都以外の取組で申

し訳ないんですが、福岡県の久留米市で久留米 10 万人女子会という取組があります。

これは何かというと、女子会ですから、いわゆる女性同士が集まっていろいろおしゃ

べりをしようという女子会なんですけれども、最初は少し大きな規模で女子会をやっ

てみようということで、特にコワーキングスペースなんかで働いてた女性が中心と

なって、100 人女子会というものを取り組みました。そこで多くの人が抱えていたも

やもやなんかを話す中で、これいいイベントだねということで、うわさが広がって、

じゃあ次は 1,000人女子会をやろうという話になりまして、１か所に 1,000人の女性

が集まっていろいろ自分の生活上の悩みだったり、困り事なんかを共有するという取

組がなされている。その次に１万人女子会をやろうということで、もう久留米に限ら

ず各地からも参加して１万人で、女子という限定もなくして、名前は女子会なんです

けれども、女性が中心なんですけれども、多くの人が集まって、社会のことだったり

生活のことだったりについて話し合おうと。次のステップとして 10 万人女子会とい

うのを目指していまして、そのステップとしては、いきなり 10 万人集めようではな
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くて、地域の公民館だったり、自治会の活動だったり、こういったところでこの女子

会を展開していこうということをしています。 

 このように誰かのためにではなくて、自分の関心に基づいて、人が結びついて、そ

こから活動が広がっていくと、地域の活動も活性化されてきたという取組になってい

ます。これの取組なんかは、厚生労働省なんかでも地域共生社会の一つの事例として

取り上げられています。 

 これらの草の根の取組に共通することとしては、ここでは僕の専門のコミュニ

ティ・オーガナイジングという考え方なんですけれども、リーダーシップの形の広が

り方が違うのではないかと思います。よく地域の活動だと一番左のドット・リーダー

シップというように、一人の強いリーダーが中心にいて、その人が全てを采配して活

動を牽引していくというタイプの活動が少なくないですけれども、こういう取組はそ

の真ん中の牽引している人が抜けてしまったり病気になってしまったり、やる気がな

くなってしまうと、組織としては存続するのが難しくなると思います。そうではなく

て、じゃあ集中ではなくて、分散するようなリーダーシップがいいのかというと、み

んながそれぞれ自分こそがリーダーシップだといって地域で活動していると、なかな

かうまく活動としては成立しないと思います。そうではなくて、スノーフレーク・

リーダーシップとここでは呼んでいるんですが、雪の結晶のように、それぞれのリー

ダーシップがお互いに依存し合うというのですか、相互依存の関係性をつくることに

よって、役割を分担して活動が放射線状に広がっていく。こういった取組をすること

で、資源がその中で結びついて広がっていく。こういう仕組みを地域の中にいかにし

てつくっていくのかということが、恐らくこの地域共生社会の中では求められてくる

のではないかなというふうに思います。このような仕組みをまさに参考にしたのが、

先ほどの久留米 10万人女子会の取組になっています。 

 次、お願いします。財源については簡単になのですけれども、こういった活動を支

える財源というものも、変わっていかなくてはいけないのではないかなと思います。

先ほどの広井先生の図に基づくと、伝統的な社会というのは共同体内の資源交換が資

源の循環だったわけです。一方で、工業化社会、情報化社会の中では中央集権的な再

分配が行われる。地域福祉はその中でも特徴的なんですが、地域ごとの均等配分とい

うものが地域福祉の政策は多かったと思います。だからこそ地域福祉というのは圏域

を大切にしていて、圏域ごとに資源を配分するという考え方が重視されてきた部分が



－28－ 

あります。ただし日本の社会保障、社会福祉の政策というのは、選別主義的で残余的

な側面があったわけですけれども、地域福祉というのは少し異なる側面があったと思

うんです。 

 いずれにしても中央集権的に再分配が行われてきた時代だったと思うんですけれど

も、じゃあ地域共生社会の時代はどのような予算の、資源の循環が求められるかとい

うことを、次に簡単にお話をしたいと思います。 

 先ほど栃本先生のお話にもありましたが、共同募金というのは、今から二十数年前

がもうピークで、ずっと右肩下がりで、その財源としてはどんどん縮小してきていま

す。実は昨年度、二十数年ぶりに微増したので、このグラフにはまだ反映されていま

せんが、これ以上下がらないのかという期待はあるものの、でも自治会の組織化率な

んかを考えると、恐らく減少していくことは間違いないだろうと思われていて、地域

福祉の財源として共同募金にどれくらい頼ることができるのかということは一つ論点

として大事かなと思います。 

 その反面、コミュニティ財団というものは規模を拡大していって、ちょっと全体像

を示すようなデータを得ることができなかったので、今回は大阪コミュニティ財団の

データを用いていますけれども、このように年々その寄附の金額の規模が拡大してき

ていますし、それの配分、助成している金額も右肩上がりで近年増えてきているとい

うことです。このように小さな単位でコミュニティ財団の、大阪コミュニティ財団は

大きいですけれども、もっと小さな規模で地域の中でお金が循環するような仕組みと

いうものを、もっと積極的に考えていく必要があるのではないかなというふうに思っ

ています。 

 その例として、武蔵小杉の駅前に小杉駅前エリアマネジメントというＮＰＯがあり

ます。ここはタワーマンションの中に自治会組織が存在しないので、自治会の代わり

に NPOが事務局を設けて、タワーマンションの住民向けに自治会に代わるような取組

をしている団体になるんですけれども、2018 年まではタワーマンションに住んでい

る人たちに全員家賃から月額 300円徴収して、もっと今増えているかもしれませんが、

5,000 戸あった場合、それが 12 か月で、1,800 万円の予算規模になります。それに

よって事務局職員を配置して、ある意味、このタワーマンション住民向けのコーディ

ネーターのような存在がいる、そこで資源を回して活動が成り立つ、そんな地域をつ

くられていました。ちなみに 2019 年度からは家賃から引くのではなくて任意加入に
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変更しています。 

 そういったタワーマンションでなくても、これは東京都の地域福祉推進計画でも例

として挙げていた事例ですけれども、立川市の大山自治会の都営大山団地の中でも、

ここは孤独死ゼロの取組をしたことで有名ですけれども、その中で全ての住民から月

額 500 円の自治会費を集めると。500 円は結構高いんですよね。年間 6,000 円ですか

ら。ちなみに私の住んでいる自治会は年間 2,000円なので、それと比べてもかなり高

いと思いますけれども、それだけの額を 1,700 戸から集めて 12 か月となると 1,020

万円になります。これによって事務局のスタッフを雇用して、何かあったときにはす

ぐ駆けつけるという体制を、この 1,700戸向けに設けているわけですよね。このよう

な仕組み、これも地域の中でお金を循環させるような取組だと思います。 

 ちょっと次はスキップしていただいて、一番最後のスライドに行きたいと思います。 

 じゃあ、地域福祉の実践を支える政策はどんなものがあるか。ちょっとこれはなか

なか難しい提案ですけれども、幾つか挙げたいと思います。まず、大事なことは、地

域ごとの格差が広がってきているという実態をしっかり把握する必要があると思って

いて、それを可視化しなくてはいけないのではないかなと。例えば、地域の中で配食

サービスがある地域、サロンがどこにあるのか、どれくらいの頻度でそれが開催され

ているのかといった生活支援サービスなんかを可視化していくということによって、

地域の中の格差、住民の生活を支えるような仕組みがどれくらい格差があるのかとい

うことを可視化する必要があるのではないかなと。東京都としてできることはそうい

うことではないのかなと一つ思います。 

 次が、これは案に過ぎないんですが、先ほど資源が地域の中で循環する仕組みとし

て、自治体やそれよりも狭い地域内で資源、特にお金が循環する仕組みを簡略化して、

かつ、ちゃんと管理、監督できるような仕組みとして、こんなものないんですが、例

えば都認証の地域活動団体みたいな仕組みをつくって、DX の話を織り込んでくれと

いう話がありましたけれども、お金の管理をデジタルで管理することによってコスト

をかけずに不正が行われないような形で、地域の中でお金が回る仕組みを都がバック

アップしていく。こんなことも東京都が今後できることとして考えられるのではない

かなと思います。それからボランティア休暇制度のような「地域活動休暇制度」の導

入促進みたいなことはできないかと。よく担い手不足という話が挙がるわけですけれ

ども、そうであれば、先ほどの 10 万人女子会のように市民が積極的に地域活動に参
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加する、そうであれば、仕事から少しオフがもらえたり、今、週休三日制みたいな議

論も出ていますけれども、このように地域活動に積極的に参加することを奨励するよ

うな仕組みを東京都の中でつくっていくと、推奨していくということができるのでは

ないか。 

 あとは地域活動をそういった各地で推進していく際に、どうやって評価するのかと

いう評価の考え方みたいなものも形としてまとめていくことがバックアップ、後方支

援できるのはないかなと、そんなふうに思いました。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○山田分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、室田委員のただいまの発表を踏まえて発言をお願いしたいと思いますが、

今から大体 15 分弱、15 時 15 分で一旦区切らせていただきます。発言される方は挙

手ボタンを押していただいて、指名しましたらマイクをオンにしてお願いいたします。

ご発言よろしくお願いします。 

 どなたかありませんでしょうか。髙橋委員、よろしくお願いします。 

○髙橋委員 よろしいでしょうか。それぞれ大変興味深いお話で、とりわけ栃本さん

の話は大変面白くというか、持論を改めて聞かせていただいて、改めてディスカッ

ションしなきゃいけない話がたくさんあって、社会福祉基礎構造改革についての評価

は納得するところです。そうだよなと、最近生活保護解体論という書物が出ています

が、昭和 40 年代の半ばに出た福祉センター構想は多くの生活保護の専門家が反対し

日の目をみませんでした。そのために生活保護制度を現代の福祉の状況に適応させる

ことに失敗してきたという現実を考えるべきだと思います。要するに福祉行政の専門

性を担保しないとこれからの問題に対応できないと思うのです。 それはさておき、

アプローチの仕方として、山田先生がご提起になったことと関係あるんですが、東京

都が資料を作るとき、コホート別の分析をきちんと出したらどうだろうかと。要する

に出生時の集団のグループごとの経過を辿り、その基礎特性がどう変わっていくか。

先ほど先生がおっしゃったお話はまさにその話ですよね。だから、そういう意味で、

単身者がどう、これから 2040 年に増えていくのは基礎的にさっきおっしゃった今の

50 代が、もうそれだけの非婚率だと。それを少しビジュアルに捉えて、都民に提起

をする必要があるので、資料の作り方は今までは全部ある時点で捉えて、何歳以上と

いう話だったのを、コホート別の分析の手法を少し取り入れ、これはもう専門家に、
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釈迦に説法ですが、そういうことを思いました。 

 それから、もう一つ、これはかねがね、思っているんですが、最近ウエルフェアと

いう言葉をウエルビーイングという言葉にしようじゃないかという議論は日本だけで

はなくて、ところが日本のソーシャルワーク学者はウエルビーイングを和語に訳せな

いんですね。そのまま使ったり、福利という誤訳を昔やっていたわけですが、地域福

祉という概念も社会福祉事業の措置時代の福祉にとらわれている人が物すごく多くて、

そういう意味でちょっと言葉遣いを考えてほしいというふうに思います。 

 それからもう一つ重要なのは、最近、全世代型社会保障構築会議が５月 17 日に報

告を出しましたが、僕は多分初めてのことだと思うんですが、ソーシャルワークとい

う言葉があの報告に入ったんですね。これ社会福祉士のことじゃないですよ。社会福

祉士と錯覚する社会福祉学者がいるかと思うのですが、ソーシャルワークという言葉、

これは早稲田大学の菊池先生が手続的支援という概念を使われて、従来の給付概念に

新しい支援、制度概念を入れるべきだという主張と関係するんですが、その話は、要

するに何かをしてあげる支援ではなくて、共にいてあげながら相談に乗ってあげる支

援を、家族が機能を代替できなくなってきているという現実で、そこら辺のことを

ちょっと検討していただきたい。 

 それから家族解体の話は、本当に階層問題だとつくづく思うんです。富裕層はます

ます家族主義化していますよね。その典型は政治家です。世襲がどんどん増えている。

そういう意味では、その二つの別の世界が生まれ始めているということは、既にいろ

んな形でおっしゃったんですが、その問題をここの審議会ではどう考えるのかという

のは結構深刻な問題。表現の問題も含めて、軽々に福祉とか支え合いとか、確かに地

域共生というのは僕も初め出てきたときは何でこんな言葉が出てくるんだと持ったく

らいでありますので、少し慎重に考えたほうがいいなと。 

 ○山田分科会長 ありがとうございます。ご意見として承らせていただきたいと思

います。またデータに関しては、すみません、事務局のほう、よろしくお願いします。 

 この中で室田委員への質問としては多分、今でもやっぱり地域福祉という言葉を使

うほうがいいのだろうかというようなご趣旨のご質問だったと思うんですけれども、

もし……。 

○髙橋委員 いや、これ、あんまり深入りしません。これはまた別の機会に。 

○山田分科会長 ありがとうございます。じゃあ、ご意見として承らせていただきま
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す。 

 ほかの方、ご質問、ありませんでしょうか。では栃本先生、よろしくお願いします。 

○栃本副委員長 室田先生のご発表の部分で、広井さんの本を使って話されましたけ

れど、一般的に人口学とかで言う場合、定常化社会というのは日本が明治時代から人

口が増えて、それで 2007 年、８年のときにアッパーになって、それから微増、微減

して、それで減少というのが確定するんですね。トレンドとしてね。それで、100 年

かかって、つまり合計すると 200 年かかって、明治時代から、もう一回明治時代に

戻るんですね。 

 それで、明治時代の初期に戻る後を通常定常社会と言いまして、人口が減り続けて、

それがもう減るのが止まっちゃって、これから今の人口減少社会というのは、子供を

つくる人が少なくなったということよりも、それをもちろん原因ですよ。これからは

多死社会なので、たくさんの人が死ぬという社会ね。人口推計を見たら分かりますけ

れど、これからの人口減少の一番のポイントは、高齢者の死亡なんですよ。それが

減っていって、高齢者の数が三千数百人というものが落ち着いて、減りもしないし、

増えもしないという社会になるんですね。それを一般的には定常社会と言うわけです

よね。だからかなり後に行くものだと思うんですよ。その点、広井先生の説というの

は、必ずしも基本文献とかそういうのを読まれて書かれているんではないので、非常

に何ていうのかな、ジャーナリスティックに書かれているので、ちょっと拾ってつく

るというので、あと言葉をすごく走らせちゃうので、つかみはいいんだけれど、厳密

な形で定常社会といっても全然違いますのでね。 

 あともう一つ、世界史的に見て人口減少が起きたのは、一番大きいのはご案内のよ

うに中世の黒死病ですよね。黒死病によってヨーロッパで大規模な人口減少が起きま

して、ところが資産は残るんですね。食べ物とか、金銀財宝は残りますので、それで

人口減少によって豊かになるということがあるんですね。これは資本主義的な生産様

式が長かった時代でもそういうことがありまして、そういうようにかなり人口が減っ

てしまった後、非常に日本は小粒だけどいい社会になる。その前に山田先生の家族の

考え方をちゃんと、しっかり持ってもらって、きちんとした形になればということな

んだけど、ちょっと定常化社会ということについて、もう少し厳密にしないと、せっ

かくの室田先生のお考えで、個々説明されたのはとても私もよく分かりますのでいい

んですけど、それがちょっとどうかなという感じがしました。 
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 それともう一つ、共生社会論自身は政治家が使った言葉で、仕方なく役所で取り入

れて、内閣府でも取り上げて使わざるを得なくなったという言葉なんですけど、その

後、地域共生という形で定着しているんですけれど、ただ、なかなかこの言葉も今後

定着するとは思えないんですね。多分。そもそも世界的な意味で、政争概念としては

共生社会というのは使いませんので、だからやはり今日、先ほども室田先生の論文に

も出てきましたけれど、むしろ排除しない社会、本当に先ほどの髙橋先生もおっ

しゃったように、すごい２層化させた社会になりますよ。明確にね。社会保障自身が

市場化していますので、本当に。それでお金を回していこうということだからね。さ

らに豊かになる人が出ますよ。それがない人はもっと悲惨な状態になる。 

 こういう大変厳しい社会の中で、あと外国人もすごく増えますね。先ほどの東京都

が出された推計の外国人のデータがありますよね。外国から来られている。あの中に

は留学生と技能実習生は入っていないと思うんですよね。多分。留学生は 30 万人で

すね。それで技能実習生はもっと多いですから。それで、もっとすごい社会になりま

すよね。そういった場合に多文化共生だったら分かるんだけどね。地域共生みたいな

形で言えるかどうかといったら相当難しいということがあります。というのは、中身

自身は私も室田先生がお話されたのに大賛成なんですけれど、ちょっと概念とか、そ

ういうのがちょっともう少し吟味されたほうがいいんではないかと思いました。 

 以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございます。じゃあ、室田先生、今の髙橋先生や栃本先

生のご意見で何かコメント等、ありますでしょうか。 

○室田委員 簡単に、では、今栃本先生の２点目の地域共生社会の捉え方は、まさに

格差が広がっていくということは間違いないと思いますし、地域共生社会という言葉

を使うことによって、そこがぼやけてしまうという側面はあると思いますので、概念

の使い方には僕自身も批判的ではあるんですけれども、継続してそのように考えてい

きたいと思いますし、１点目の定常型社会ですが、先ほどの広井先生の、ちょっと僕

も定常型社会をあそこで参照することがいいのかどうかはちょっと悩ましいところは

あるんですが、広井先生の図は、あれは経済規模を表している図でして、人口が定常

化するというよりも、経済規模が定常化するという意味で定常型としているので、栃

本先生がおっしゃられているように、人口も減少するものの経済規模を維持していく

ような、ある意味ちょっと理念的にお話されていると思いますけれども、そういう意
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味で定常を使われていると。 

 以上です。 

○山田分科会長 室田委員、ありがとうございます。 

 ほかによろしければ時間ですので、一旦このあたりで区切らせていただきます。 

 次に小澤委員からご発表をお願いします。 

○小澤委員 そうしましたら、20 分というふうに、事務局から既に事前から連絡が

あったので、私は 20 分で話し終わるようにスライドを用意しようと思っておりまし

たので、基本的には障害福祉分野で、こういう前回の資料を見ていましたら、あまり

障害福祉分野は取上げられていなかったということと、それから今回取り上げていた

だいたのはありがたいですけれども、基本的には多分、分野が非常にある種狭い領域

だったので、その意味で言うと非常に先ほどの議論のような、非常に大きな視点での

議論というのは、これまであまり検討されてこなかったというのが、この背景にあっ

たのかなというふうに思っています。 

 あと 2040 ということを意識はしているんですけれども、基本的には現在の状況が

そう遠からず、今もかなり大きな課題を抱え込んでいるんですけど、そう遠からず、

さらなる大きな課題を抱え込むというので、近未来というふうにしておきました。 

 内容ですけれども、まず１点目はちょっとデータの話をしようと思っていまして、

ただ、国が公開しているデータというのは非常に限定されているし、なかなか現在の

統計データが障害が一くくりになっていたりとか、なかなか詳細データがうまくつか

めませんでした。あと東京都のほうからファイルをいただいていたんですが、ちょっ

と私のほうが見たいデータが必ずしも載っていなかったので、ちょっと私のほうは障

害者白書、今年の６月に内閣で承認されたものですね。それを用いたいと思います。

それで大体全体のトレンドですね。お話しようかと思います。 

 ２番目は、ちょっとこの２制度の並立問題というのはもともと課題が多かったんで

すけれども、今日的な観点で、よりこの２制度を安定的に継続させる予定なのか、そ

うではないのか、ここはあくまで東京都の議論なので、あまり国の制度の議論に立ち

入るつもりはないんですが、もともとこのままいけるかというのは相当な疑問がある

というので、２点目です。 

 ３点目は、これはそういう点で地域を基盤とした体制をつくるに当たって、それは

非常に国の方針も多分東京都の方針も同じで、相当拡充するという方針を出している
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んですが、それの一つの柱に地域生活支援拠点というのがありまして、これはシステ

ムづくりなんですが、これが非常になかなか難しい状況があるという話を３点目にし

たい。 

 ４点目は、これまでの地域というもので言うと、障害の領域があまり地域にクロー

ズアップされてこなかった最大の理由は、施設の在り方が問われていたからだと思う

んですね。ただ、今日的にはちょっと施設は原則入所を増加させないという政策に

なっていますので、基本的には減少の、そういう縮小するという、そういう政策を

ずっと取っていますので、それがどういう影響を与えるかというので、最後は施設の

在り方を触れたいということです。それが４点です。 

 まずデータ的な話なんですが、これは５年に一遍行われている在宅者を中心とした

実態調査ですね。それで見て行くと、ここにありますとおり、年齢階層別のデータ、

東京都から頂いたファイルは障害の程度別データをいただいていて、私ははやっぱり

この問題を考えるに当たっては年齢が一番キーポイントになるかなと思っていまして、

ただ、この身体障害のデータはかなりちょっと正確にはこのデータで論じるのが難し

いというふうに思っていて、というのは、身体障害に関しましては、これ多分身体障

害者手帳取得者を想定するんですが、これ多分介護保険の利用の際に介護保険で賄え

ないサービスがある場合は身体障害者手帳の取得を推奨する可能性があるので、そう

するとここには想定している障害者というのは、もともと障害をお持ちの方で加齢化

していくというデータも併せてこの 65 歳の中に入り込んでいるので、このデータは

あまりうまく分析ができないデータです。65 歳以上が増えているということだけは

確かなんだけど、この増え方が今言いましたように高齢者の問題と連動した増え方な

ので、これは、あまり議論がしにくい。 

 残りの二つの障害が非常にクリアで、次ですが、これ知的障害ですけれども、これ

は非常にクリアです。何がクリアかというと、介護保険との連動性はほぼ考えなくて

いい。子供さんのときから障害をお持ちの方だと。これの在宅のパーセントは出てい

ないですが、見ていただければもう数的な話、パーセントも括弧内は出ていますけど、

これを見ていくと 1995 年からずっといって、2016 年になりますと、パーセントで

言いますと 15.5％という数字が出ております。 

 1995 年の段階だと 2.6、ちょっとこれは信じられないくらいの増加になっていて、

多分これは自然増とは思えません。社会増だと思われるんです。なぜかというと、多
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分先ほど言いましたように、近年の政策が入所施設を原則抑制するという方針なので、

多分在宅に、このデータは在宅ですので、基本的には在宅者が滞留しているという、

こういう状況がこの背景にある。だから社会増も入れますから、急増ですよね。 

 もう一つ東京都の実情で言うと、入所施設は都外施設というのが東京都ではもとも

と社会問題として存在しているので、まさにもっと抑制がかかると思います。なので、

普通に考えると、この在宅における、仮にこれ現在写っているのは知的障害の方です

けど、この 65 歳以上の割合はさらに増になるはずだというふうに、すぐ予測できま

す。というのが、まずこのデータから読めることです。 

 次は、精神障害の方のほうなんですけど、こちらはいわゆる入院及び在宅の場合、

外来なので、外来データになっています。これで見ていきますと、ちょっとデータの

つくり込みが国で違っているので、見にくくて申し訳ないんですけど、これ上の緑と

次の青の網がかかったところ、これがいわゆる 65 歳以上のデータになっていると。

これも見ていけば、基本的には増になっているということが読み取れます。先ほどよ

りは急増ではないんですが、これも社会増ということが推測されまして、純粋にこう

いう方々が増えているという考え方以上に、社会増というのはやっぱり入院抑制とい

うのが存在しますので、精神科の領域もですね。精神科病院の入院に関しては、原則

かなりそんなに以前ほど相当数の入院を認める、あるいは長期的な入院を認めるとい

う方向は原則しない方向になっていますので、多分社会増が推測される。したがって、

この部分はやっぱり増になっていくだろうということが推測できると。こういう状況

です。 

 ですので、まず１点目は従来障害福祉は一定程度の年齢になりましたら、基本的に

は施設に入られる。つまり在宅での状況、これは普通に考えるとご家族と同居する状

況か、通常はそれが難しい場合は入所施設を利用する、あるいは病院への入院を予定

するという、そういう仕組みがほぼ無理になっているというのが今の状況だし、近未

来はもっとそれが厳しいということだけは確実ということですね。 

 その場合に、じゃあそういうことを見越してどんな議論がなされたかということで、

ちょうど 2016 年の、これは障害者総合支援法の改正のときの問題です。ちょうど本

日駒村先生が委員でいらっしゃって、多分そのとき座長をされていたから、そのとき

の議論ははっきりあるかと思うんですけど、そのときに障害者総合支援法の改正の議

論が、もちろんそのことは意識されていて、例えば何が問題になっていたかというと、
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要するに障害者の方自身の高齢化問題、これは従来考えているよりも急ピッチだ。そ

れは自然の高齢化もあるけれども、もともと介護者問題が潜んでいて、その介護者の

高齢化が当然先に進むと。かつ施設に原則、入所施設を原則想定するような制度設計

も非常に困難というような前提での議論が行われたということです。 

 それで、ここにいろいろ書いたんですけど、いわゆる今言いましたように介護保険

の話と障害福祉サービスの密接不可分ですね。実は。ただ、非常に制度設計は異なっ

ているし、利用は非常にしづらいと。そこら辺が議論の論点で、そこで利用者が相互

乗り入れできるような制度設計をつくったというのが、これです。一番です。要する

に 2016 年の法改正、障害者総合支援法の改正と介護保険法の改正が連動改正ですね。

そこで共生型サービスが、この共生型は行政用語です。共生型サービスを創設しまし

た。これは要するに介護保険事業所でも障害福祉サービスの事業所でも、どちらも

65 歳以上の方のサービスを同じ、類似サービスがあるならば、それは指定を受けれ

ばどっちも使えると。そういうシステムをつくったと。これの実績がまた社会保障審

議会がちょうど６月に、また次の法改正で報告書を出していまして、非常に実績が悪

いということだけは分かっています。ですので、つくったのはいいけど、考えている

より事業所は増えていないということでした。 

 それから２点目です。２点目はもう一つの問題は、これは制度設計で障害と介護保

険の制度が枝分かれをし始めるのは 2000 年から、さらに 2003 年、そして 2006 年

という感じで枝分かれを起こすのですけど、当初は多分どちらもいわゆる応益負担、

当時は定率負担と言い換えることが起きましたけれども、どちらも類似性の高い費用

徴収方式だったのが、基本的に多くの反対がありましたので、障害福祉の場合は応能

負担という形になっていったということです。 

 それで、今度 65 歳になって、また介護保険の優先をしてくださいという、そうい

う政策がありますので、それになってみると、相当に異なると。費用負担が相当に異

なるということも社会問題化したので、2016 年の法改正では、いわゆる低所得の方

に対しての激変緩和というのを行っているということです。これでもなかなか難しい

課題が残っているということです。 

 ３点目なんですけど、３点目はこれは上乗せと呼ばれている領域です。障害の領域

ですと、重度訪問介護とか、重度包括支援とかという、そういう介護給付があります

けれども、介護保険にはありません。そうすると、当然ですが、介護保険では賄い切
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れない量が発生すると。それに関しては自治体によって異なっている可能性があると。

上乗せ支給が十分に行われずという、そういうことです。したがって、相当な差が発

生する。これが自治体間格差問題と呼ばれているものです。というのが、この当時議

論され、そして場合によっては一部法律制度の改正で対応されたということです。 

 それ以外に、法律制度の改正で対応できないままずっと先送られている問題が次で

す。例えば、障害福祉サービスや介護保険サービスが併給されていると。基本的に優

先と言っているだけであって、使えないとは絶対言っていませんので、原則を言えば

両者使えるんですね。その場合のどういう形なのか。それは自治体による判断によっ

ても違いが発生しているということです。 

 それから二つ目は、要するに家族、障害の方自身の高齢化だけじゃなくて、先に家

族が高齢化するわけだから、当然ですが家族の要介護問題と障害の問題、いわゆる多

問題というのが発生すると。それから、あとこれを担い手ですね。相談支援専門員は

障害領域のケアマネジャーですよね。介護支援専門員はケアマネジャーと呼ばれてい

ますよね。この辺りの連携が結論を言えば非常に悪いということも指摘されていたと

いうことです。 

 その次が、２点目はいわゆるそれぞれ別に人材育成をしてきたので、それぞれ異

なっているということ。 

 ３点目は今言いましたように、親の、高齢介護、介護者の高齢化問題ですね。それ

がやっぱり非常にクローズアップされてきたと。特に在宅中心のシステムに変更しよ

うとしていますので、それが大きな課題になったということです。これは審議はされ

たんですけど、だからどうしろということはあまり出なかったということです。その

まま先送りされた。 

 あと、それに対して一定政策的な対応策というのが打ち出されたのが、この地域生

活支援拠点の整備ということでした。これは市町村圏域で整備義務ということで、原

則 2021 年度末には全て整備されていることになっています。ただ、整備といっても、

ここにあるのは五つの機能をやって、それでシステムづくりなんですね。システムづ

くりというのは整備されたか否かというよりも、そのシステムがどう動いているかの

ほうがはるかに大事なんですけど、これ実際東京都の実情でいうと、もうほとんどば

らばらです、私の印象では。もう正直言って、非常に狭く、単なる物理的なハードを

整えればいいという考える自治体から、ちゃんとシステムを構築までというまで千差
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万別です。あくまでこれはちゃんとした指針とか、その他、整備ということに対して、

はっきりとしたものがあまり示されていない。ただ、方向性だけは示されていると。

こういう状況です。 

 ですので、まずこの辺りをシステム整備ということをちゃんとやらないといけない

のかなと。ただ、何でこれが難しいかというと、いわゆる責任の所在もよく分からな

いんですね。そこで自治体によっての判断が異なっている、整備するに当たってはど

のような形でやっていいかよく分からないということです。 

 これが地域生活支援拠点をめぐっての状況です。現在は設置義務の次で、充実に

なっている時期なんですね。現在の障害福祉計画では充実期になっているはずなんで

す。実際、国が出してきたスライドをちょっとここで引用しました。こんなような形

でこの五つの機能を用いて地域生活支援拠点、これが在宅での親亡き後の支援の一つ

の重要なポイントだということなんですけど、これだけ見てもいかに何ていうか、

コーディネーションとかシステム設計とかたくさん言葉が書いてあるんですけど、こ

れが市町村によってどう受け止められているのか、どのようなことを考えればこれが

整備されたと判断するのか、その点に関しては一切検討がまだ進んでいないです。そ

れが一番大きな課題かなということですね。 

 先ほど室田先生のを見ながら、僕はこのドット・リーダーシップとか、バラバラの

リーダーシップとか、こういったものも場合によっては応用可能なのかなというので

見ていたんですけど、そんなことも考えながらシステム設計をしていかないといけな

いんじゃないかということです。 

 あと、最後に申し上げたい話は、障害の分野は確かに入り口としては狭いんですけ

ど、周辺分野の問題の広がりが激しいので、もはやこれは今回の検討の中で、十分、

検討していただく形になるだろうと思うんです。まず一つは 8050 と呼ばれている問

題ですよね。いわゆるよくあるパターンとしてはこの話ですね。高齢と障害というの

だけど、２制度の並立ですよね。介護保険対象者に対するシステムと障害福祉サービ

ス対象者のシステムが同居されている。こういった問題をどうするつもりなのかと。

同居している場合のマネジメントというのはそもそも人材、そういうマネジャーを養

成していないので、あともう一つは高齢とひきこもり者という、そういう問題があり

ますよね。高齢といっても別に介護保険対象でない方もたくさんいらっしゃるし、ひ

きこもり者といっても現時点ではひきこもりだからといって少なくともどのサービス
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も、これまで培ってきた障害福祉サービスでは全部引っかからないという可能性があ

りますね。という問題に移行しているということです。ですので、従来型の対象把握

ではちょっと無理という状態が生まれているということですね。あと家族をセットに

する、家族、家庭をセットにする支援システムというのは従来あまり考えていなかっ

たので、それも非常に課題になっているというところです。 

 ２点目なんですけど、後者の場合、いわゆるサービスの対象と必ずしもなっていな

いものに関しては、いわゆる従来型のケアマネジメント、よく言う介護保険法に基づ

いたケアマネジメント、障害の領域もほぼ同じようなのがあるんですけど、制度化さ

れたサービス調整ですよね、一言で言ってしまうと。それでは無理だろうということ

です。それをどうするつもりなのかというのが出ている。 

 あともう一つはここにあるとおりでして、インフォーマルサービスとか、地域ネッ

トワーク調整とか、非常に分野横断的な状況が必要になってきてしまっているという

こと。具体的には、例えば障害の領域には基幹相談支援センターという問題があって、

高齢には地域包括支援センターなどがありますけれども、こういったところの連携と

一応書いたんですけど、こういった問題をどういうふうにうまく活動として組み合わ

せていくのかというのが、もう喫緊の課題になっているということです。 

 最後は、ちょっと在宅支援の話ばかりしたんですが、実は障害者支援施設はどうあ

るべきか。これちょうど 2019 年３月、この報告書、実は私が取りまとめの委員長を

やっていたので、ちょうどその最後の提言部分を提案して、終わりにしたいと思って

いまして、総論一番というのは施設入所者は削減だという、これは政策目標で、政策

的方向性ですので、それ自体はいろいろとここに書いてあるとおりで、どういうふう

に考えるべきかということで、地域を構築すべきだと。 

 二つ目なんですけど、総論２のほうをちょっと触れたいんですね。要するに先ほど

言った地域生活支援拠点にしても、様々な地域支援システムにしても、やはり既存の

施設をどういうふうに活用しなければいけないか。この領域は結構専門性が問われて

しまうので、そうするとそういったところに自立支援協議会とか地域生活支援拠点に

積極的に関与するような施設が問われているんじゃないか。もう一つは人材育成の在

り方も実際問題はそういった施設での人材育成システムをやっぱり構築する必要があ

るんじゃないかということで、ここで言う総論２が一番強調したい点です。 

 あとは、そのときの報告書の最後の各論部分が出ておりますので、これは興味があ
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ればどうぞご覧になっていただけたらと思うんですけど、今日別にメインに触れたい

話ではないので、ここまでにしたいと思います。 

 以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございました。 

 それでは小澤委員の発表を踏まえて、15 分後、大体 15 時 50 分くらいまで委員の

皆様の発言をお願いしたいと思います。ご発言される方は先ほどのように挙手ボタン

を押してください。 

 では、時間つなぎに私がお聞きしたいのは、先日、中大の大学院生、天田城介先生

のところの大学院生で、いわゆる障害者の自立支援活動を発表していただいたんです

けども、つまり障害者に関してはいわゆる親から自立したほうがいいとか、親亡き後

どうするか考えなきゃいけないよというふうな示唆がなされるんですが、小澤先生が

おっしゃったとおり、これはひきこもりとか、さらにはひきこもりじゃなくても、親

に依存して生活している若い人から中高年まで、たくさん増えているわけですけれど

も、小澤先生がおっしゃったとおり、何も支援の枠組みはないんですけれども、その

障害者支援の自立支援という枠組みから何か健常者のほう、親に依存している健常者

の方々についての何か示唆というものがもしありましたら、お教えいただければあり

がたいです。 

○小澤委員 ありがとうございます。先ほど障害分野における、先ほど対象規定が結

構狭く取られている領域なので、その意味での制度設計ではとても困難があると。地

域によっては総合相談とか、かなりそういったものをもう少し広目に、障害か、それ

に準ずるような範囲で相談体制とか仕組みをつくろうという、さっき社会福祉法の説

明の中にも一部入っていましたけど、その意味で言う幅広い相談体制の構築というの

は障害の領域もかなり意識はされております。そういったところが一つはポイントに

なってくるのかなと思っているところです。 

 それから、あとは、なかなかアウトリーチと言いまして、現実にそういった話を公

にどうやってキャッチするのかという、そういう問題があって、要するに潜在化して

いる。たまたま介護保険とか、障害福祉で現実にそれはキャッチしますよね。対象者

になっていれば。そこのときに家族の中に、考えてみると引きこもっている方がい

らっしゃった、みたいな、そういう結果発見されるみたいな、そういった問題もある

ので、その辺りのやっぱり情報の連携とか連動が問われていると思っている次第です。 
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 以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございます。ほかにどなたかありませんでしょうか。 

 すみません。駒村先生が先に挙げられていたので、駒村先生、先にお願いいたしま

す。そして栃本先生お願いします。 

○駒村委員 ありがとうございます。小澤先生が今まとめていただいたように、障害

者福祉政策は、多くの問題がまだ残っています。状況としては私も一年くらい前まで

は、この部会の部会長をやっていて、政権交代のときの大変実は難しい切替え期間を

担当して、それでも現行の課題が残ったままだということになるわけです。ここにい

らっしゃる、多くの方には、ご案内のとおり、かつては介護保険と障害者福祉の統合

問題みたいな議論があって、政権前の自公政権ではこれがメインというふうになって

いたわけですが、政権交代を経て、そこが一回見直されるということになり、その政

権交代の期間に様々な議論があって、社会保障税一体化、さっき栃本先生が言及され

たところも絡むんですけれども、障害者福祉の充実については、どういう財源項目が

必要なのか、、私は財政的な面から議論し、財源確保を行うのかという議論が行われ

て、消費税で財源確保をするということも議論されたのですが、政権交代の間では、

それは否定されました。したがって消費税は障害者福祉のところに充当されない形で、

現行制度はできています。 

 ただ、一方で、今日小澤先生がおっしゃったように、介護保険との関係においては、

障害者福祉のところで 65 歳を超えると、介護保険優先の原則というのが一応ありま

して、そちらを使うことによって障害の高齢者に関して、消費税が充当されるという、

そのルートができている。ただ、その両制度のくっつけ方が、いろいろ工夫はして先

ほども小澤先生がおっしゃったように、共生型サービスみたいな形で、サービスプロ

バイダーのところを相乗りするような形にしているわけですけれども、まだまだ多く

の問題が残っているということだと思います。 

 自治体間格差に関して東京都にお願いしたいんですけれども、障害関係の福祉予算、

各自治体、どういう状況になっているのかですね。ちょっと資料を頂きたいなと思い

ました。 

 以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございます。それに対して何か、小澤先生のほうからコ

メントありますでしょうか。 
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○小澤委員 歴史的な経過を駒村先生に言っていただいてありがとうございました。

もともと 2000 年、介護保険スタートですね。障害の領域ですと 2003 年から支援費

で一応契約型に切り替えようと努力をし、2005 年から 2006 年にかけて、現在の総

合支援法の前身になる障害者自立支援法が登場すると。実はそのときの自立支援法の

登場の仕方が、一部前提となっていたのが介護保険とそう遠からず一緒のシステム設

計にならないだろうか、だから幾つか用意されている設計があって、当時の障害程度

区分の判定方式と、それから要介護判定と比較的類似させていたと。今は全く別物と

思っていただきたいんですけど。別の進化発展を遂げてしまったと。 

 その意味で言うと、この頃の議論はやっぱり非常に、そもそも二つの制度というの

は非常に使い勝手が悪いだろうということで、そこでの議論が結構あったと。それは

非常に反対もたくさんあったので、別制度で展開し、その後、別制度のまま今日に

至ったと。ただ、今起きている社会現象がこのまま別制度でいけるのだろうかという、

そういう状態。最初の頃は障害の方自身が高齢化するというのは、数は全くないわけ

じゃないですけど、ほぼあまり想定しなくていい時代だったということですけど、今

はもうほぼ想定しなければいけない事態だということとか、その意味では、あと家族

で両制度を併用しているご家族に関する問題とかという、多々出てきてしまったとい

う、そういう状況で流れが出てきているという状況だったと思います。 

 私からは以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございます。 

 では栃本委員、筒井委員の順番でお願いいたします。 

○栃本副委員長  どうもありがとうございました。先ほどの一番最後の部分の介護

保険と障害者の今の法律の体系、これ、やはりいろんな実際に高齢者 65 歳以降ない

しは 65 歳にならずとも、第２号被保険者で障害者手帳を持って、なおかつ介護保険

という場合もあるんですね。というのもありまして、やはり非常に使いづらいという

か、特に介護サービス事業者のほうが障害者に対する支援についてケアマネジャーが

十分よく心得ていないということがあって、非常に使いづらい形になっているのは確

かだと思うんですね。非常に困られていますね、本当に。まだ家族がいらっしゃる場

合、多少サポートとする人もいるんですけれど、それがない場合は非常に難しいとい

うような、そういうような意味でも問題ですし、2040 年というのを想定すると、財

政的にももたなくなるということは確かだと思うんですね。財政がもたないから一緒
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にしようというふうに捉えられるとよくはないんですよ。ただ、例えばドイツのこと

を言いますと、ドイツは障害者も入っていますけどね。それプラス、オンするような

仕組みというのがすごい大事だと思うんですよね。それは障害特性ないしは認知症、

日本では認知症というのは要介護度をアップするために入れて要介護度を上げている

だけなんだけどね。だけど、違う国では要介護度とは別に加算みたいなのをつけてい

ますよね。やっぱり特別な状態というのはありますので、やっぱり標準的な要介護度

との支給上限額というのがあってしかるべきなんだけど、やはり障害特性というか、

そういうものに応じて柔軟に対応しなければ駄目だと思うんですね。その上でやはり、

いずれは 2040 年というのを想定すると、両方の制度というものがどうあるべきかと

いうのを上からじゃなくてというか、本当にきちんとした議論で行われることが大事

だと思うんですね。 

 それともう一つは、65 歳以上と 40 歳以上の第２号被保険者と第１号被保険者の介

護サービス給付金の総額の案分が 2030 年の後半くらいになると逆転しますね。つま

り 40 歳以上 65 歳未満の人が、介護サービス給付費の一定分を負担することになっ

ているわけですよね。これは医療保険者から来るんですよね。医療保険者から各市町

村の保険者に配られるんですけれど、それと 65 歳以上は年金をもらっていない人は

もうこれから増えますけれど、年金は徴収ですよねということなんだけど、実は 65

歳以上のほうが、負担する割合は増えるんですよ。40 歳以上 65 歳未満は最初は制度

ができた頃は厚かったんだけど、それが逆転するんですよね。本当に。65 歳以上の

人が 65 歳以上を支える制度になってしまいますよ。これから、間違いなくね。 

 ということになるんですけど、そういう意味で本当に 2040 年を考えると、現実に

検討しなきゃいけないことだと思うんですけど、それは法律改正なんだけれど、具体

的に東京都は、例えばグループホームを始めたというのは結構早いんですよね、東京

都ね。これは石原さん時代に国などに先駆けて取り組んだのは東京都なんですよ。そ

ういう意味では東京都の障害者施策というのはかなりフロントランナーに足り得る部

分がありますので、むしろ実践場面とかそういう地域場面で、何か今度の社会保障審

議会の意見具申、答申で何か書き込むことができたほうがいいと思いました。 

 それと、先ほど地域包括支援センターのことにも触れられました。やはり本当に実

のある相談体制をつくるといった場合、どうしたらいいのか。もちろん髙橋先生が

おっしゃるように、ソーシャルワーカーじゃなくて、ソーシャルワークだというのは
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よく分かります。国が進めているのもそうですね。それは、だから髙橋先生には反論

しません。 

 その上でなんですけれど、その中でやはりご案内の地域包括支援センターは要支援

１要支援２の人たちに対しては、営業ベースの要介護１以上のケアマネ事業者がケア

プランをつくるんじゃないですよね。それと、処遇困難ケースというか、虐待事例で

あるとか、主任ケアマネジメントを看護師と社会福祉士がやるということで、やはり

チームでもって、要支援１、２の人について対応するという形になっていますので、

下手をすると要介護１にするよりも、要支援２にとどめておいたほうが行政とのつな

がりができるのでいいというくらいの判断をするときがあるんですね。そういう意味

で、実は高齢者で子供が中年でひきこもりというのは結構多いです。認定審査会を

やっていますとね。そういうものが本当に引っかかるというのは今実は地域包括支援

センターで、高齢者の要支援であると、そういうのは引っかかるというか、ちゃんと

救えるんですね。東京都が相談支援体制をつくるときに、地域包括支援センターも社

会福祉法人なんかに委託しているわけなんだけど、いい形でいろんなところで相談で

きる体制をやっぱり東京都は考えられるといいと思うんですよね。今の障害者のひき

こもりの方もそうだし、これから親亡きとき、いろいろシステムでつくるかもしれな

いけど、それだけじゃあ十分いかないと思いますね。そのときにやはり障害者だけの

相談センターではなくて、例えば地域包括支援センターであるとか、そういうものと

連携する必要がありますし、例えば認知症の初期集中チームがありますよね。認知症

初期集中チームでは、あそこだけではできないから、地域包括支援センターと連携す

るようにしましたね。データも共有するようにしています。それと何と認知症初期集

中チームがそういう患者さんを見つけてくるというのは、どこからデータが来るかと

いったら地域包括支援センターのデータなんですよ。というのが本当の話なわけです

ね。 

 そういう意味で障害者と高齢者、あといろんな様々な課題を持っている人、あと生

活が困窮している人、例えば住む場所がない、居住何とか法ができましたけど、ああ

いうものの相談体制、そういうものをうまくくっつけ合うというのを東京都はして、

その中で障害者の相談体制というのは、先ほど先生がおっしゃったような形で進めば

いいなと思いました。 

 最後に、2060 年に対して世界銀行が将来推計を出しているんですね。あと幾つか
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のところが出していまして、最悪シナリオは 2050 年代に日本は GNP は７位にとど

まるということになっていますね。ただ、対応すれば４位にとどまっていられると。

もちろんアメリカは２位に落ちますし、あと 2060 年には EU の総数よりも、それ以

外のアジアを含めた途上国が GNP を占有すると言われていますよね。それくらい経

済的には変わる。けれど日本は案外、４位から７位の間をさまよっているので、比較

的いい感じになっている。それは今資産があるからですよ。今金をまだ持っているか

らね、個人資産が。ということです。 

 以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございます。先に筒井委員のほうのご質問、コメントを

お願いいたします。 

○筒井委員 じゃあコメントということで、３点お願いします。 

１点目、山田先生が最初のご発表で、標準的ライフコースという前提がなくなったと

いうことで、お話ししていただきました。これはさすがだなと思うんですけど、この

標準的家族を前提とした福祉の仕組みが今もうちょっと通用しなくなったということ

をおっしゃったと思います。このコンセプトは大事で、このことを少しきちんと整理

して、福祉の概念についても再構築するということを含めて検討すべきです。 

今はウエルビーイングという概念が、国際的には、よく使われておりまして、これに

ついては評価手法が既に確立していますので、東京都で検討してみるとよいのではな

いかと提案させていただきます。 

 それから２点目は、これも山田先生も室田先生も小澤先生もおっしゃっていたこと

ですが、社会福祉施策の財源ですが、公的資金が縮小しているので東京都の立場とし

て、新たな社会福祉に関する財源の仕掛けをつくることができるのかということです。

そういったことを検討すべきではないかということを申し上げておきたいと思います。  

例えば、今日室田先生がご発表されたコミュニティ財団の例もおもしろいですし、こ

ういった新しい仕組みを考えられるかということを議論されるといいんじゃないかと

思いました。 

 それから最後、３点目ですが、これは小澤先生がおっしゃっておられた、多問題を

抱えた障害者世帯の課題についてです。これについては、山田先生が最初におっ

しゃっていた標準がなくなったというか、標準的ライフコースがなくなった時代を象

徴するものとして捉えるべきと考えます。 
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つまり標準型福祉サービスの提供、制度化されたサービス提供方法が一般的な方法と

して使えなくなっている、汎用化できなくなっていることを示しています。このこと

からは、東京都としては、標準的ライフコースが通用しなくなった時代の新たな福祉

の仕組みを考えるといったことを、東京都だからこそ、先駆的に考えていくというこ

とがよろしいのではないかというふうに思いました。 

以上です。 

○山田分科会長 筒井先生、ありがとうございます。すみません、私へのコメントも

ありがとうございます。 

 最後、小澤先生、お二人のコメントについて何かありましたら、コメントをお願い

いたします。 

○小澤委員 どうもありがとうございました。基本的にはもう非常に建設的な提案だ

と思って聞いていました。本当に地域包括センターの話が一部出たんですけれども、

基本的には障害の領域にも基幹相談支援センター、整備をどうするのかという議論が

あるので、ここがかなり大きなポイントになってくるかなと思っていますので、また

今後、東京都ならではのそういう仕組みづくりというのをやっぱり提案、提言の中で

生かせたらいいなと思って聞いていました。 

 あと筒井先生に関しましては、障害のところだと確かにもともと標準というのを想

定としているので、だからそこから外れた対応、障害の方が非常に長く高齢の方々が

増えていくとかは、基本的にあまり想定していなかったということ自体が、本来想定

しなきゃいけなかったんでしょうけど、その辺りからもう相当に根本的に今までの仕

組みの見直しとか、あとさっき介護保険との話で言うと、１点、障害の領域をちょっ

と改めて考えると、障害は介護給付、訓練給付と２種類の分離を行っていて、介護給

付と介護保険は当然親和性を持つんですけど、この訓練給付というのは多分それはま

た別途いろいろと、そうやすやすと介護の問題にはならないということも含めて、交

通整理が必要になってくるかなと意見を聞きながら思いました。 

 以上です。 

○山田分科会長 ありがとうございます。すみません。まだまだ議論が尽きないと思

いますが、お約束の時間が迫ってまいりましたので、本日のところはここで議論を区

切らせていただきたいと思います。活発なご発言いただきましてありがとうございま

した。 
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 では、進行を事務局にお戻ししますので、次回の開催日程等についてご説明をお願

いします。 

○中村福祉政策推進担当課長 本日は熱心なご議論、誠にありがとうございました。 

次回、第２回の検討分科会につきましては、明日７月５日火曜日の 13 時 30 分か

ら本日と同じくオンラインでの開催を予定しております。連日の開催となりまして、

本当に恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田分科会長 ほかに何かご質問等ありませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 駒村先生。 

○駒村委員 ありがとうございます。ちょっと明日は半分くらい聞くだけになると思

うんですけど、事務局に幾つか追加資料をお願いしたいというのは別途お願いしてよ

ろしいんでしょうか。より深く、もし事務局が持っていれば知りたいような問題もあ

ると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○山田分科会長 事務局はいかがでしょうか。 

○中村福祉政策推進担当課長 本日の議論の中でも幾つかこういった資料があるのか

ないのかというお話もいただきましたので、ご提案いただければこちらのほうで確認

しまして、ご提示できるものは、今後の検討分科会や起草委員会の中でお出ししてい

きたいというふうに思ってございます。 

○山田分科会長 ありがとうございます。すみません。司会の進行不手際がありまし

たことをおわびいたします。 

 それでは、本日の検討分科会はこれをもちまして終了させていただきます。どうも

ありがとうございました。 

（午後 ３時５９分 閉会） 

 

 


